
決算特別委員会会議記録 

 

決算特別委員長  三浦 正臣    

 

１ 日 時 

   令和５年１０月１３日（金） 午前１０時００分から 

                 午後 ２時５０分まで 

 

２ 場 所 

   本会議場 

 

３ 出席した委員の氏名 

   三浦正臣、後藤慎太郎、穴見憲昭、岡野涼子、首藤健二郎、今吉次郎、太田正美、 

森誠一、木付親次、麻生栄作、阿部英仁、福崎智幸、吉村尚久、高橋肇、 

二ノ宮健治、守永信幸、澤田友広、戸高賢史、猿渡久子、佐藤之則 

 

４ 欠席した委員の氏名 

御手洗吉生 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   宮成公一郎、清田哲也、阿部長夫、御手洗朋宏、木田昇、堤栄三 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   企画振興部長 山田雅文、農林水産部長 佐藤章 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

第７９号議案令和４年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定について、第８５号議案

令和４年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計歳入歳出決算の認定について、第８

６号議案令和４年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出決算の認定について及び

第８７号議案令和４年度大分県県営林事業特別会計歳入歳出決算の認定について審査を

行った。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

１０ 担当書記 

議事課委員会班  主任     松井みなみ 

   議事課委員会班  主幹（総括） 秋本昇二郎 

議事課議事調整班 主査     利根妙子 



決算特別委員会次第  

 
日時：令和５年１０月１３日（金）１０：００～ 

場所：本会議場 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 部局別決算審査 

  （１）企画振興部 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

  （２）農林水産部 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

 

 

３ その他 

 

 

４ 閉 会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

後藤副委員長 ただいまから、本日の委員会を

開きます。 

 まず審査に入るに先立ち、１１日午前の総務

部での審査において要求された資料について配

付したので報告します。 

 この際付託された議案を一括議題とし、これ

より審査に入ります。 

 本日は企画振興部及び農林水産部の部局別審

査を行います。 

 これより企画振興部関係の審査を行います。 

 執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔かつ明瞭にお願いします。 

 それでは、企画振興部長及び関係課長の説明

を求めます。 

山田企画振興部長 おはようございます。企画

振興部長の山田です。 

 初めにタブレットの資料番号１３番、令和４

年度決算特別委員会審査報告書に対する措置状

況報告書について、企画振興部の関係部分を説

明します。 

 今回の説明でもＳｉｄｅＢｏｏｋｓ（サイド

ブックス）のページ通知機能を使用して説明ペ

ージを表示するので、タブレットの画面右下に

青い通知が出たら表示をタッチしていただくよ

うお願いします。 

 資料の１４ページをお開きください。 

 （３）個別事項の②在来線の維持確保と東九

州新幹線についてです。右側の措置結果の欄を

御覧ください。住民の通勤、通学等の日常生活

や経済活動を支える在来線の維持確保は重要で

す。そのため、県としても鉄道事業者と日頃か

ら意見交換などを積極的に行うとともに、公共

交通を担う者の責務として利用者の声に丁寧に

耳を傾け、利便性の確保に最大限の配慮をする

よう強く要望しています。新幹線整備にあたっ

て課題となる並行在来線については、昨年度に

大分県東九州新幹線整備推進期成会が開催した

シンポジウムで、議論すべき課題として話題に

しました。また、今年度も８月２８日に開催し

た新しいおおいた共創会議において、県内市町

村長に対し並行在来線や地域間格差などの課題

を説明しています。引き続き幅広い議論を行い、

整備実現に向けた機運醸成に努めていきます。 

 続いて資料番号１１番、大分県長期総合計画

の実施状況について、主要な施策の成果（事務

事業評価）について、企画振興部の主な事業を

説明します。資料の１２６ページをお開きくだ

さい。 

 一番上のネットワーク・コミュニティ推進事

業です。一番左の欄の中ほどにあるように、こ

の事業は住み慣れた地域に住み続けたいという

住民の希望をかなえるため、地域コミュニティ

組織が行う地域課題の解決等に要する経費を市

町村と連携して助成するほか、新たな組織の設

立を支援するものです。 

 右上の成果指標欄にあるように、ネットワー

ク・コミュニティ構成集落数については、目標

値の１，９１５集落に対し、実績値１，９２９

集落で、評価はＡとなっています。その下の欄

にあるように、集落への専門家派遣等によりネ

ットワーク・コミュニティの構築を進めたほか、

新たに中間支援に取り組む団体等にＯＪＴ支援

を行い、中間支援体制の拡充を図りました。人

口減少が進む中、外部アドバイザー等も活用し

て、地域コミュニティ組織の自主財源の確保に

向けた取組を支援するなど、持続的なネットワ

ーク・コミュニティの構築を推進していきます。

 次に、１５６ページをお開きください。 

 一番上、ふるさと大分ＵＩＪターン推進事業

です。この事業は、本県への移住を促進するた

め、移住相談員の配置や移住相談会等を実施す

るほか、市町村と連携して安心して移住できる

地域づくりや移住者への居住支援等に取り組む

ものです。 

 右上の成果指標、移住促進策による移住者数

について、実績値は目標値の１，８１８人を下

回る１，５０８人で、評価はＣとなっています。

人口ビジョンの目標である２０２５年の社会増
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減均衡に向けて高めの目標値を設定しており、

残念ながら目標は達成できませんでしたが、そ

の下の欄にあるように、コロナ禍による地方移

住への関心や地方回帰意識の高まり、テレワー

ク移住の増加等もあり、６年連続で１千人を超

え、昨年度は過去最多を更新することができま

した。 

 今年度から若者の移住促進を図るため、新た

にキャリアコンサルタントによる伴走型支援や

転職なき移住に向けた都市圏等の企業を対象と

するモニターツアーなどを行っています。今後

もさらなる移住者数の増加に向け、移住相談会

の開催地を拡充するとともに、情報発信や給付

金支給など、切れ目ない支援に取り組んでいき

ます。 

 次に、２４８ページをお開きください。 

 一番下の外国人留学生支援事業です。この事

業は、修学意欲が旺盛で優秀な私費外国人留学

生の経済的負担を軽減するための奨学金給付や

留学生の県内就職促進に向けて、インターンシ

ップを積極的に受け入れ、海外展開を図る企業

等を支援するものです。 

 右上の成果指標、人口あたりの留学生数全国

順位については、目標値の３位に対し実績値２

位で、評価はＡとなっています。その下の欄に

あるように、留学生８０人に対する奨学金給付

や大分県講座などを開催し、本県への理解の促

進を図るとともに、３４の企業による延べ８３

人の留学生のインターンシップ受入れを支援し、

留学生の県内定着の促進に努めました。引き続

き、奨学金給付等による本県と母国との架け橋

となる人材の養成を図るとともに、インターン

シップ支援等を通じた留学生の県内定着に取り

組んでいきます。  

 次に、３２２ページをお開きください。 

 一番上の地域連携プラットフォーム推進事業

です。この事業は、県内全ての大学等が参画し

た産学官の連携組織である地域連携プラットフ

ォームの活動を通じて、大学等による地域課題

の解決を推進し、入学者の確保につながる魅力

的な大学づくりを支援するものです。 

 右上の成果指標、入学定員充足率については

目標値１００％に対し実績値９７．５％で、評

価はＢとなっています。昨年度に比べて、入学

定員充足率は２ポイント減少しましたが、今後

も目標の１００％を目指して、県や市町村の抱

える地域課題解決に向けた取組への支援などに

より、魅力的な地方大学の実現に取り組んでい

きます。  

 次に、３３６ページをお開きください。 

 一番上の東アジア文化都市事業２０２２大分

県開催事業です。この事業は、昨年度の単年度

事業ですが中国の温州市や済南市、韓国の慶州

市と連携して多様な芸術文化イベントを実施、

発信し、芸術文化団体による都市間交流などを

行ったものです。 

 右上の成果指標、東アジア文化都市事業鑑賞

者数については、目標値の１６万３，９６２人

に対し実績値２９万６，０５７人で、評価はＡ

となっています。その下の欄にあるように、コ

ロナ禍という難しい状況でしたが、各地で多く

の県民が参加できる様々なジャンルの公演やイ

ベントを１５８事業開催し、本県の多彩な芸術

文化の発信と他の開催都市との交流を促進する

ことができました。 

 今後は本事業のレガシーを継承し、東アジア

との草の根交流を発展させるとともに、芸術文

化の持つ創造性を産業振興など、他分野でも活

用するため、令和５年度から新たに芸術文化活

用交流促進事業を実施しています。  

 次に、３５７ページをお開きください。 

 一番上のラグビーワールドカップ２０１９レ

ガシー継承事業です。この事業は２０１９年に

本県で開催したラグビーワールドカップのレガ

シーを継承するため、ラグビーの魅力や横浜キ

ヤノンイーグルスのセカンダリーホストエリア

としての登録をいかし、無料観戦招待や先端技

術を活用した体験イベントなどを行うものです。 

 右上の成果指標、横浜キヤノンイーグルスホ

ーム戦観戦者数について、実績値は目標値の７，

７００人を下回る４，３７９人で、評価はＤと

なっています。コロナ禍の影響などにより目標

は達成できませんでしたが、その下の欄にある

ように、令和５年度から新たに、おおいたラグ
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ビー次世代継承事業を実施しており、大分県ラ

グビーフェスティバルやラグビークリニックな

どを開催することで、新たなラグビーファンの

獲得による観戦者数の増加を図っています。９

月と１０月には、大分駅前広場でラグビーワー

ルドカップ２０２３日本代表応援イベントとし

てパブリックビューイングを開催し、２日間で

約２千人に来場いただき、大いに盛り上がりま

した。今後もラグビーの持つ多様性や尊重とい

った魅力を改めて伝え、子どもたちの豊かな心

の育成に貢献していきたいと考えています。 

 次に、資料の３６２ページをお開きください。 

 一番上、九州の東の玄関口としての拠点化推

進事業です。この事業は大分県を九州の東の玄

関口の拠点とするため、フェリー航路や国内航

空路線の利用を促進し、県内外を結ぶ交通ネッ

トワークの充実を図るものです。 

 右上の成果指標、フェリー・航空輸送人員に

ついて、実績値は目標値の３８４万人を下回る

２８８万１千人で、評価はＤとなっています。

コロナ禍の影響等により、目標は達成できませ

んでしたが、その下の欄にあるようにフェリー

さんふらわあの新造船ＰＲなどの情報発信支援

に取り組んだ結果、前年度に比べ大きく増加し

ました。また、本年６月には韓国のチェジュ航

空による大分－ソウル線が就航し、４年ぶりに

国際定期便が復活しています。今年度もフェリ

ー事業者が行う情報発信等に対する補助率の引

上げやさらなる国内、国際線の誘致などにより、

フェリーや航空機の利用促進に努めていきます。 

 続いて資料番号１６番、令和４年度行政監査

・包括外部監査の結果の概要について、企画振

興部の関係部分を説明します。 

 資料５ページの令和４年度包括外部監査結果

の概要をお開きください。 

 ３の監査テーマ及び監査対象のとおり、昨年

度は外郭団体の適切かつ効率的な運営と内部統

制についてをテーマに監査が行われました。そ

の結果、企画振興部関連で２８件の指摘をいた

だいたので、主なものについて説明します。 

 まず、資料の１１ページをお開きください。 

 一番上の左端の番号４－１、大分航空ターミ

ナル株式会社の非上場株式の評価についてでは、

不備事項として、当法人の完全子会社である株

式会社大分航空トラベルが、令和４年３月末に

おいて債務超過会社となっているにもかかわら

ず、決算書では関係会社株式について評価損が

計上されていないことから、非上場株式につい

て評価損の要否を毎期検討し、必要に応じて会

計上の手当を行うべきであるとの指摘をいただ

きました。 

 これについては、大分航空トラベルが令和５

年４月１日をもって大分航空ターミナルに吸収

合併されることが決まったことから、令和４年

度決算での評価損の計上による会計処理ではな

く、吸収合併に伴う特別損失に計上する会計処

理を行いました。また、その他の関係会社につ

いては適正な評価額を算出するため、令和４年

度決算から評価損の要否を毎期検討するよう改

めています。 

 次に下から２番目の左端の番号４－４、法人

が受け取った退任慰労金についても、不備事項

として、大分空港給油施設退任慰労金の名目で

２３万４千円が大分航空ターミナル株式会社の

雑収入に計上されており、当該法人の役員が関

係会社の役員退任に伴う慰労金を、当法人――

大分航空ターミナル株式会社が代わりに受け取

ったものであるとの説明を受けたが、根拠とな

る規定がなく、退任慰労金を法人が直接受け取

ることは適切ではないとの指摘を受けました。 

 これについては、法人間の退任慰労金に関す

る諸規定を整備する予定です。今回の監査結果

を踏まえ、今後とも適正な事務処理に努めるよ

う指導監督していきます。 

小野政策企画課長 続いて、私から企画振興部

の決算状況について、決算附属調書に基づき一

括して説明します。資料番号９番、令和４年度

決算附属調書の１４ページを御覧ください。 

 まず、歳入歳出決算額の予算に対する増減額

について主なものを説明します。左端科目欄の

一番上、国庫補助金の総務費国庫補助金が１５

億９，０９６万８，７６０円の減となっていま

す。これは主に右側の増減理由欄の上から５番

目、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨
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時交付金における地域公共交通燃料高騰緊急支

援事業費など、その下の地方創生拠点整備交付

金における大分空港海上アクセス整備事業費が

繰越しとなったことなどによるものです。 

 次に、３１ページを御覧ください。 

 不用額について主なものを説明します。科目

欄の中ほど、企画費の企画総務費６８６万２，

１７０円です。これは、旅券事務費においてコ

ロナ禍により海外旅行の需要が落ち込んだこと

から、パスポートの発行数が当初の予定を下回

り、旅券の輸送費が抑えられたことなどによる

ものです。 

 その下、企画調査費１億２，２１７万８，５

８２円です。これは、地域活力づくり総合補助

金において、コロナ禍によるイベントの開催回

数の減少や資材高騰による設備投資の延期など

から、補助金の所要額が当初の見込みを下回っ

たことなどによるものです。 

 次に三つ下、交通対策費４，８５７万６４７

円です。これは、地方バス路線維持対策費にお

いて、運行事業者に対する補助額が当初の見込

みを下回ったことなどによるものです。 

 続いて、３５ページをお開きください。 

 左端の科目欄の下から６行目、観光費の観光

開発費６２１万６，８２２円です。これは、お

もてなしトイレ緊急整備事業費において、市町

村のトイレ整備の実績が見込みを下回ったこと

などによるものです。 

 次に、４２ページを御覧ください。 

 収入未済額について説明します。左端の科目

欄一番下の雑入２億８，０５９万４，７７３円

ですが、このうち企画振興部分については、備

考欄の下から６行目にあるように、地域活力づ

くり総合補助金において、返納義務者の支払能

力不足による滞納から３千万円が収入未済とな

っています。 

 以上で企画振興部の決算附属調書についての

説明を終わります。 

 次に各課の主な事業のうち、さきほど部長が

主要な施策の成果で報告した以外のものについ

て、決算事業別説明書を用いて説明します。 

 まず、政策企画課分です。資料番号１０番、

令和４年度一般会計及び特別会計決算事業別説

明書の５４ページを御覧ください。 

 第７目県外事務所費の福岡事務所運営費２，

２３９万７，２１１円です。これは、庁舎の賃

料や職員の旅費など事務所の運営費に加え、昨

年１２月に天神２丁目から大名１丁目への移転

に要した費用４４６万２４９円が含まれていま

す。移転後の事務所は、ＵＩＪターン拠点施設

であるｄｏｔ．（ドット）まで徒歩約１分と隣

接しているため、移住や就職関連イベントの運

営支援と相談対応、会議室の活用など一体的で

より効果的な運用が可能となりました。また、

賃料は従前と比べ年間で約１１８万円の削減と

なります。今後とも関係機関との連携を密にし、

福岡県における本県の情報発信と情報収集の拠

点としての役割をこれまで以上に果たしていき

たいと考えています。 

工藤おおいた創生推進課長 おおいた創生推進

課関係の主なものを説明します。５７ページを

お開きください。 

 第２目企画調査費の上から２番目のスキルア

ップ移住推進事業費２，７６０万２，８８５円

です。この事業は、求人が堅調なＩＴ分野や人

材が不足している保育士、介護職、看護職への

県外からの就職による移住を促進するため、資

格取得から就職までの支援を実施しました。こ

の事業は令和３年度から実施しており、昨年度

末までに８０世帯１０９人が移住しています。 

 次に、その四つ下の地域活力づくり総合補助

金２億２，４７５万４，５１２円です。この事

業は地域活力の維持、発展を図るため地域住民

等が行う魅力ある地域づくりや特色ある取組を

支援したものです。令和４年度は、空き家ビジ

ネス活用支援枠を新たに創設し、空き家を活用

した地域活性化につながるビジネス化の取組を

支援しました。なお、国際情勢の急転により国

内での資材調達が困難な状況となったことから、

決算額とは別におよそ９，７００万円余りを本

年度繰越しとしています。 

荻国際政策課長 国際政策課の主な事業につい

て説明します。５９ページをお開きください。 

 第１目企画総務費の上から５番目の外国人受
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入環境整備事業費２，０５１万２，１１９円で

す。この事業は、本県在住の外国人が日常生活

や社会生活を円滑に営み、安全に安心して暮ら

せるよう受入環境を整備したものです。 

 具体的には、外国人総合相談センターに常駐

の相談員を配置し、弁護士等と連携して入管手

続や雇用、労働に関する相談等に対応しました。

また、地域の日本語教室の開設と運営支援や災

害時に外国人を支援する人材の育成等にも取り

組んでいます。今後もこれらの取組を充実させ、

外国人住民がより安心して暮らせる環境づくり

に努めていきます。 

 続いて、一番下のウクライナ避難民緊急支援

事業費９９９万３，６５６円です。この事業は、

ウクライナから県内に避難された方々の生活支

援のため県、受入市、県社会福祉協議会で構成

する支援協議会に、ふるさと納税を活用して募

った寄附金を拠出したものです。昨年度は、支

援協議会を通じて１人当たり１０万円の応援金

が３０名の避難民に支給されたほか、支援団体

による交流イベント等の避難民支援活動への補

助が行われています。今後も支援協議会を通じ

て、避難民一人一人に寄り添った支援に努めて

いきます。 

三浦芸術文化スポーツ振興課長 芸術文化スポ

ーツ振興課の関係事業のうち、主なものについ

て説明します。６１ページをお開きください。 

 中ほどの第２目企画調査費の上から２番目に

ある、国際芸術文化振興事業費５，９６０万３，

１５８円です。これは、本県の芸術文化のより

一層の振興を図るため、多彩で優れた芸術文化

に触れる機会の提供に要した経費です。３年ぶ

りの開催となった第２２回別府アルゲリッチ音

楽祭は、マルタ・アルゲリッチをはじめ一流の

演奏家が出演して８公演を開催しています。ま

た大分アジア彫刻展については、豊後大野市で

の本展や県立美術館での紹介展などを開催しま

した。多くの県民に鑑賞できる機会を提供する

とともに、国内外に向け情報発信することがで

きたと考えています。 

 続いて６２ページを御覧ください。 

 下から３番目にある、大分スポーツ地域活力

創出事業費３，８８８万２，７４０円です。こ

れは、東京２０２０オリンピック・パラリンピ

ックのレガシーを継承し、地域の魅力向上や交

流人口の拡大等を図り、スポーツによる地域の

活力を創出するため、ナショナルチームなどの

トップチームのスポーツ合宿やスポーツイベン

トの誘致等に要した経費です。トップチームの

県内合宿誘致については、これまでラグビー男

子１５人制日本代表チームや箱根駅伝強豪校の

青山学院大学陸上競技部などを受け入れており、

令和４年度の合宿受入件数は１７件となってい

ます。 

柴北広報広聴課長 広報広聴課関係のうち、主

なものについて説明します。６３ページをお開

きください。 

 第３目広報費です。まず、一番上の広報活動

費２億１３９万７，６９３円です。これは県の

取組や魅力、県政の主な事業やイベントの告知、

各種啓発や募集などの情報発信を行うため、テ

レビ、ラジオ番組の放送や新聞５紙への記事掲

載により、また県政の重要課題や施策を県民に

広く周知し、県政への理解を得るための広報紙

新時代おおいたの発行及び県内全世帯への配布

等に要した費用です。 

 次の６４ページを御覧ください。 

 おおいたブランド戦略強化事業費１億１，５

６６万７，８５２円です。この事業は、おんせ

ん県おおいたのさらなる魅力向上を図るため、

温泉をはじめ本県の持つ多彩な魅力に関する情

報を、その内容や情報を届けるターゲットに応

じた最適な媒体を活用して効果的に発信したも

のです。具体的な内容としては、コロナ禍にお

ける情報発信として、温泉と宇宙を組み合わせ

た、宇宙ノオンセン県オオイタプロモーション

を展開しました。また、そうした本県の魅力を

首都圏の若い女性等に発信するｅｄｉｔ Ｏｉ

ｔａ（エディットおおいた）と、県民の郷土愛

を醸成するＷｅ ａｒｅ Ｏｉｔａｎ（ウィア

ーオオイタン）の二つのＷｅｂサイトにより、

ターゲットに応じて、幅広く様々な情報発信を

行ったことにより、多くの支持を獲得すること

ができました。さらにパブリシティ活動として、
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本県の観光情報などを首都圏や関西圏のメディ

アにテレビや雑誌などで積極的に発信しました。

この結果、活動広告換算費で約１５６億円の露

出効果につなげることができました。 

宮澤統計調査課長 統計調査課の主な事業につ

いて説明します。６５ページをお開きください。 

 第７項統計調査費です。まず、第２目委託統

計費９，６９７万６，２６０円です。これは総

務省、厚生労働省など国の関係機関から受託し

て行う基幹統計調査などの実施に要した経費で、

財源は全額国庫支出金です。労働力調査や小売

物価統計調査など、毎年実施している経常調査

のほか、５年に一度の周期で実施される令和４

年就業構造基本調査などの周期調査を実施した

ものです。 

 続いて、６６ページを御覧ください。 

 第３目県単統計費２８４万５，５８１円です。

これは、県が独自に実施する県民経済計算や景

気動向指数、毎月の人口推計などの調査に要し

た経費です。 

藤川交通政策課長 交通政策課関係の決算につ

いて主なものを説明します。６８ページをお開

きください。 

 第６目交通対策費の上から二つ目、大分空港

海上アクセス整備事業費２７億９，６４１万８

３円です。大分空港へのアクセス改善を目的と

したホーバークラフトによる海上アクセスの実

現を図るため、船舶の調達や発着地の整備を進

めています。昨年度は船舶購入費として、３隻

全ての建造開始が確認できた段階で契約金額の

２５％を、３隻全ての船体の外殻が完成した段

階で契約金額の１２．５％を、それぞれ前払い

で支払いました。また、西大分側と大分空港側

の発着地整備費として、整備の進捗に応じた工

事費等の支払を行っています。加えて、船主で

ある県として実施すべき船舶の建造に係る監理

・監督業務の委託にかかる費用などの支払を行

っています。 

 なお、繰越事業費１億７，７６０万９千円に

ついては、大分空港側の航走路に近接する地元

住民からの要望を踏まえて、本格工事の着手に

先立って行った、発着地整備に伴う騒音の拡散

を防止するための防音施設の整備と西大分にお

ける用地補償費のうち、物件の移転に要する支

払を令和３年度から予算を繰り越して実施した

ものです。また、翌年度繰越額３９億３，１７

６万４，２００円についてですが、旅客ターミ

ナルの整備には、国の地方創生拠点整備交付金

を活用しています。国の経済対策として令和４

年度に追加で予算化されたので、県も当初計画

していた令和５年度予算から前倒しをして、令

和４年度の３月補正で受け入れて、全額令和５

年度に繰り越したものです。加えて、令和４年

度の出来高払いに応じた支払分を除き、工事費

を令和５年度に繰り越して執行していますが、

本年１２月中を予定している旅客ターミナルの

完成時期に影響ありません。今後も本年度中の

運航開始を目指して、着実に取組を進めていき

ます。 

後藤副委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し私から指名を受けた後、自席で起立の上マイ

クを使用し簡潔かつ明瞭に答弁願います。  

 事前通告が９名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 

澤田委員 関連ではないですが、通告していな

い分でもう一つ質問したいのですが、よろしい

でしょうか。（「はい」と言う者あり）ありが

とうございます。よろしくお願いします。 

 まず資料番号１１番、主要な施策の成果の２

５４ページ、おおいたブランド戦略強化事業に

ついてお聞きします。 

 さきほど広報広聴課長から話がありましたが、

このブランド力の向上は非常に難しいと思って

います。魅力度ランキングで全てが総括できる

ものではないと重々分かっていますが、県民の

税金を使ってこうやって政策を考えて、そして

目標に向けて取組を進めた結果、目標が達成で

きなかったということで、お尋ねしたいと思い

ます。 

 まず魅力度ランキングに関しては、令和３年

が２６位で、令和４年が２９位でランキングを

下げたので評価がＤになっています。結果的に
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ランキングの順位を下げ、また達成評価はＤと

のことですが、このようになった原因はどこに

あるのか、聞かせていただきたいと思います。 

 また予算に関しては、やはり広報費が非常に

大きな予算を使われることになると思いますが、

この予算に関してはこれが標準予算なのか、む

しろ少ないのか、また逆に多いのかについても

お聞きできたらと思います。 

 そして、最後に広報担当者向け研修と書かれ

ていましたが、どのような研修をしているのか。

例えばマーケティング研修なのか、情報発信の

研修なのか、それが一過性なのか連続的なのか

について、聞かせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

柴北広報広聴課長 魅力度ランキングについて

ですが、魅力度ランキングはその自治体にどの

程度魅力を感じるかという問いに対して、とて

も魅力的だなどといった回答者の主観に基づく

回答から決められているので、当該自治体が行

った情報発信の成果がそのまま結果に結び付く

かは不透明ですが、食や温泉をはじめ自然の豊

かさなど、本県が誇れる魅力をランキング上位

団体に比べ、十分に伝え切れなかったことが一

因ではないかと考えています。 

 また、二つ目のブランド戦略予算強化事業の

予算額についてです。本事業は、おんせん県お

おいたをさらなる魅力向上を図るため、温泉な

ど多彩な魅力に関する情報を、その内容や情報

を届けるターゲットに応じた最適な媒体を活用

して、効果的に発信をしているものです。プロ

モーションやＷｅｂマガジン、またＰＲ会社の

活用といった情報発信によって、例えばプロモ

ーション動画は約６８万回再生とか、活動広告

換算費は約１５６億円と、一定程度の成果を上

げているものと考えています。適正なコンテン

ツ、予算規模で本事業を行ったと認識していま

す。 

 ３点目の広報担当者向けの研修についてです。

世の中ではデジタル化が急速に進み、県政情報

を知りたい人に対して、伝わる広報活動を行っ

ていくためには、デジタル時代に対応した広報

の基礎と基本等について理解を深めるとともに、

情報発信におけるマーケティング的視点を身に

付けることが重要と考えています。そのため、

動画の制作やＳＮＳによる効果的な情報発信手

法といった、広報情報発信の基礎的な知識を図

る広報基礎研修のほか、デジタルマーケティン

グによる事業企画及びその実施等に必要な基礎

知識などの習得を目指すデジタルマーケティン

グ研修を実施しています。 

澤田委員 ありがとうございます。魅力度ラン

キングはおっしゃるとおりだと思いますが、や

はりこういったランキングが出ているのであれ

ば、そこを当然底上げしていきたいのは皆様も

同じ考えだと思います。 

 今ワーケーションがすごく人気があって、今

回の魅力度ランキングに関しても２０代とか５

０代、６０代以上がランキングによく投票して

いるデータもあるようです。なかなか短期的に

魅力度ランキングを上げていくのは非常に難し

いとは思いますが、一方でブランド力の向上に

向けてはモニターを活用して、例えば大学生の

意見を参考にしながら、県民の皆さんと一体と

なって魅力度ランキングを盛り上げようと機運

を高めることや、わくわく感を上げていくこと

が非常にいいのではないかと思います。今後、

そういったモニターを活用したり、皆さんの意

見を聴いたりする場というのは、計画されてい

るでしょうか。 

柴北広報広聴課長 具体的に魅力度ランキング

を上げるための何かというのは、今モニターを

使った具体的なものはないのですが、県政モニ

ターに県のいろんな施策に関して意見を聴く場

があります。そこに生徒モニターといって、高

校生モニターが２４６人登録しているので、今

後の施策の関係でアンケートを取るとか、そう

いうことはできるかなと思っています。 

澤田委員 ぜひよろしくお願いします。そして、

あと事前通告していないことを交通政策課に一

つ、決算事業別説明書６８ページの大分空港海

上アクセス整備事業費、ホーバークラフトの運

航会社との船体契約貸付けについてお聞きしま

す。先日、県がホーバークラフトの貸付契約を

行ったと情報が出ていました。発表した契約期
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間が２０２８年３月いっぱいまで、船体の貸付

料に関しては当面免除するとのことです。貸付

料の免除は、運航の収支や会社の財務状況を見

ながら毎年度検討していくとのことですが、こ

の判断に至った背景と運航の収支見通しについ

て説明いただきたいと思います。 

藤川交通政策課長 お答えします。判断に至っ

た経緯ですが、外部有識者による検証委員会を

今年の６月に開いています。その外部有識者に

は公認会計士にも入っていただいていますが、

そういった方から意見をいただいて、やはり収

支が安定するまでは上下分離方式で船舶の使用

料とか、施設の使用料についても免除するのが

妥当との御意見をいただいて、それに基づいて

当面は免除としています。 

 収支見通しについては、その検証委員会の中

でも示されていますが、年間大体４５万人ぐら

いの利用があれば、２０年間安定して運航でき

るのではないかと。ただ当面の７年、８年ぐら

いはどうしても累積赤字の状態が続くので、そ

ういった間は、さきほど申したように、船舶使

用料や施設の使用料について免除すべきではな

いかとの意見を伺っています。（挙手する者あ

り） 

後藤副委員長 再質疑は２回までなので、いい

ですか。（「はい」と言う者あり） 

佐藤委員 決算事業別説明書の５９ページ、主

要な施策の成果の２４９ページです。外国人受

入環境整備事業費について質疑をします。 

 昨日も商工観光労働部の決算審査で聞きまし

たが、技能研修、外国人労働者の関係になりま

す。大分県内、特に県北地域においては農林水

産業や商工観光業、サービス業など人手不足が

ずっと続いている状況です。そのため、現状で

は技能実習生、外国人労働者を求める声が強く

聞かれています。現状で規制を緩和、撤廃させ

て、より多くの外国人を受け入れていく方向性

があると思いますが、受入後の生活全般につい

て、これまで騒音とか交通マナーとか、多くの

対応が住民から求められています。 

 それについても実態は、最初の頃に比べれば

随分と慣れ親しんできた、なじんできた経過も

あって、地域に若者が入ってくることで活気が

生まれることが大きなメリットだと感じていま

す。しかしながら、お互いに気持ちよく暮らし

ていけることが一番重要だと思っています。最

近では週末の公園、それから運動施設などで外

国人がサッカーをしたり、ジョギングをしたり、

そういうにぎわいのある光景がたくさん見られ

る状況もあって、また新しい社会の営みが始ま

ってきたと感じています。 

 さきほど説明はありましたが、この事業の中

で相談センターの具体的な場所や実績、相談件

数なども含めてお聞きしたいと思います。あわ

せて外国人受入後に対する行政としての援助が

今のところ十分なのかに関してもお聞きしたい

と思います。よろしくお願いします。 

荻国際政策課長 まず、外国人総合相談センタ

ーの事業内容及び実績についてですが、大分市

高砂町にある大分県外国人総合相談センターに

は英語、韓国語が堪能な専任職員を配置してい

るほか、中国語、タガログ語に対応可能な相談

員が定期的に相談対応を行っています。また、

多言語コールセンターと契約し、２２言語での

相談対応が可能な体制も整備しています。さら

に、専門的なアドバイスが必要な件については

弁護士や行政書士等の専門相談につないでいま

す。実績ですが、昨年度の大分県外国人総合相

談センターにおける相談実績は３２６件となっ

ています。加えて、近年では宇佐市や豊後高田

市等の市営の総合相談センターでの相談件数が

令和３年度の８５件から、令和４年度は１１２

件まで伸びています。 

 続いて、生活全般に対する説明への行政の援

助ですが、技能実習生等の外国人労働者の生活

全般に対する説明は、制度的には管理団体及び

受入企業の生活指導員が行うこととなっていま

す。しかしながら委員御指摘のとおり、なかな

かそれだけでは行き届かない部分もあり、例え

ば、別府市では３か国語での生活ガイドブック

の配布、また中津市では６か国語でのごみ回収

カレンダーを配布するなど、市町村も地域の実

情に応じて、きめ細やかな支援を行っています。 

 県としても、市町村とともに構成する大分県
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外国人材受入共生のための対応策協議会におけ

る情報共有や今年度から市町村への派遣を開始

した地域日本語教育コーディネーターによる指

導や助言等を通じて、こうした市町村の好事例

の横展開を図っていきたいと考えています。 

佐藤委員 ありがとうございました。基本的に

国際政策課の対応としては、外国人労働者、労

働に関する分ではないと理解しています。ただ

受け入れて入ってきた後は、生活の一端になる

ので――県の所管の置き方が、私もよく理解で

きていないのですが、労働政策で行うのか、そ

れとも国際政策で行うのか、その辺はよく検討

していただきたいと思っています。 

 今答弁にあったとおりで、受入れは管理団体

が主体になっています。ただ、管理団体も豊後

高田市の場合は、最初から行政が入って組合を

つくってきた経過もあるので、その辺について

はできるだけ協力してきていますが、それでも

なかなか追いついていないところがあると思い

ます。できればその辺についても、さきほどの

相談センターにしても市営の分もありますが、

もう少し幅広くやっていただければありがたい

と思います。そして、受入団体の重要性をもう

少し考えていただき、その辺についての助成、

また受入団体と行政――市町村はもちろんです

が、それに県も加わって、いろいろな連携をお

願いしたいと思っています。 

 ちなみに交通マナーについては、受入団体ご

とに、それから企業ごとに警察の担当者が入っ

て、きめ細かな説明をしていただいているので

大変ありがたいと思っています。あわせて、さ

きほどからお願いしたように、今後も連携をし

ていただきたいと要望して終わります。 

麻生委員 ３点について伺います。 

 まず、決算事業別説明書５６ページの地方創

生ふるさと納税活用人材育成事業費に関連して、

ふるさと納税について伺います。 

 さきの答弁で、市町村に遠慮していたとの話

がありましたが、そもそも目標指標を掲げてい

たのか。掲げていたのであれば、その達成状況

や実態についてお示し願います。あわせて１０

月からのルール厳格化に伴って、市町村と県の

返礼品のすみ分けと相乗効果が上がる役割分担

等の考え方があればお示しください。 

 次に、５７ページの地域づくり活動支援事業

費について、特定地域づくり事業協同組合制度

の普及促進についての報告を求めたいと思いま

す。深刻な過疎を背景に、県の中小企業団体中

央会も、これらの活用を取り組むことで普及促

進に本腰を入れているわけですが、大分県下で

組合設立状況についてお示しください。 

 ３点目ですが、６８ページの大分空港海上ア

クセス整備事業費に関連して、この契約事務に

ついて伺います。船舶購入費と船舶建造監理業

務委託料等の決算額、さきほど話がありました

が、今年度に５０日納入が遅延したことに対す

る賠償金算定計算式の中で、基礎となる３７億

７，０９１万円という数字が出ていますが、そ

れがこの決算書のどこにも出てきていないので、

契約事務のときに賠償金についてどのような契

約を明文化、ここの第何条何項にこう示されて

いるので、その契約に基づいてこういう算定を

しているといった部分をお示しいただければと

思います。 

 あわせて、遅延賠償金の取扱会計費目がどこ

にどのような形で受け入れることになるのか、

また運営会社への賠償金の支払が発生するのか。

当初に公募して求めたときからすると、だいぶ

変化、変化で来ているから非常に分かりづらく

なっている。そういった意味で、公募したとき

の想定からすると、大方の利用者数と想定料金

も示されて説明もあったわけですが、だいぶ変

わってくるわけですから、当然そういった運営

会社への賠償発生が出てくることも危惧される

ので、その辺もお示しください。 

工藤おおいた創生推進課長 私からは２点、ふ

るさと納税と特定地域づくり事業協同組合につ

いてお答えします。 

 まず、ふるさと納税についてです。これまで

大分県では県内市町村との競合を避けるため、

返礼品を坐来大分の食事券、別府アルゲリッチ

音楽祭のチケット、大分トリニータの後援会な

どに限定し、ふるさと納税への本格的な参入を

見送っていました。このため、目標は特に掲げ
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ていませんが、これまで担当課としては前年を

上回るぐらいの気概でやっていました。しかし

ながら、県の寄附額が全国上位に位置する例え

ば全国４位の佐賀県、あるいは全国７位の長崎

県などは、県の寄附額の増加に伴って市町村の

寄附額も伸びています。こうしたことから、本

県としても今年度から返礼品の充実を進め、大

分県の誇る特産品の認知度を全国的に高めるこ

とで、市町村との相乗効果を図ることとしまし

た。 

 県が返礼品として取り扱う特産品は、県を代

表するものとし、特定の市町村の地域ブランド

等には十分配慮したいと考えています。例えば

本県を代表するものとして乾しいたけ、かぼす

加工品、また別府アルゲリッチ音楽祭の関連グ

ッズなどを検討しています。このほか、県経済

への波及効果が高いものとして、県内を周遊で

きる旅行クーポンなども取り扱いたいと考えて

います。相乗効果を高める対策としては、北海

道のように県と市町村の返礼品をＷｅｂサイト

やカタログ等で一括して情報発信し、大分県の

特産品を一人でも多くの方に知っていただくよ

うな取組を考えています。自主財源の確保に向

け、市町村と連携しながら積極的にふるさと納

税を活用していきたいと考えています。 

 続いて、特定地域づくり事業協同組合につい

てです。委員が御指摘したとおり、本制度を活

用することで人口減少や少子高齢化が進む地域

において、若者の移住や定住が促進されるとと

もに人手不足が深刻な地域産業の担い手の確保

も図られるものと考えています。令和４年度は

市町村職員等が参加する地方創生担当者会議で

制度の説明を行いましたが、今年度からは大分

県中小企業団体中央会と緊密に連携し、県内で

の組合設立に向け、取組を強化しています。 

 具体的には、７月に大分県中小企業団体中央

会とともに、熊本県のやまがＢＡＳＥ事業協同

組合、あさぎり地域づくり事業協同組合等の先

進地視察を行い、設立に向けた手続や設立後の

運営等の状況を確認しました。そして先月、９

月２５日に日田市、玖珠町、九重町の事業者や

関係団体、市町村担当者を対象に制度の説明会

を実施しましたが、３０人の参加をいただき関

心の高さが分かりました。県内第１号が設立さ

れれば他地域への広がりも期待されることから、

まずは大分県初の組合設立に向け、引き続き中

小企業団体中央会とともにフォローアップに努

めます。あわせて、他地域での説明会も実施す

ることで、制度の普及啓発を図っていきます。 

藤川交通政策課長 いくつか質疑をいただいた

ので、私からお答えします。 

 まず船舶購入費についてですが、現在はグリ

フォン・ホバーワーク社とホーバークラフト３

隻及び予備品等で合計４１億６，４８６万６，

６１６円の船舶の売買契約を締結しています。

このうち昨年度は、さきほど申した契約金額の

３７．５％にあたる１５億６，１８２万４，９

８１円を前払いし、その金額を記載しています。

また、船舶の建造監理業務委託料等の決算額６，

９３８万５，１０２円の内訳についてですが、

船舶の建造に係る監理監督業務の委託料が３，

３００万円、西大分における物件の移転補償費

１，９２０万９千円のほか、職員旅費などの推

進費となっています。 

 続いて、遅延賠償金の積算根拠について説明

します。遅延賠償金については、船舶売買契約

において、まず１３条第１項で造船事業者の責

めに帰すべき理由により、納入期限までに物品

を納入しない場合は、造船事業者は大分県に対

して遅延賠償金を支払わなければならないと定

めています。同じく同条第２項において、遅延

賠償金の額は納入期限の翌日から納入する日ま

での日数に応じ、契約金額から予備品等の金額

を控除した額に対し年２．５％の割合を乗じて

計算した額とすると、納入遅延に対する賠償に

ついて定めています。 

 今回は契約金額、さきほど申した４１億６，

４８６万６，６１６円から予備品等の金額３億

９，３９５万６，６１６円を除いた３７億７，

０９１万円に対して年２．５％の割合を乗じ、

遅延日数分を日割計算して算出したものです。

大分県契約事務規則には、契約の履行を遅延し

た場合に、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延

防止等に関する法律、いわゆる支払遅延防止法
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の第８条第１項の規定により、財務大臣が決定

する率で計算した額の遅延賠償金を徴収するも

のとされています。令和３年１１月５日の契約

締結当時の政府契約の支払遅延に対する遅延利

息の率は年２．５％であったことから、この率

により契約をして算出したものです。 

 次の質疑ですが、取扱科目については遅延賠

償金の款項目がありますが、款については第１

４款諸収入、項については第７項雑入、目につ

いては第４目違約金及び延滞利息での収入で受

け入れています。 

 最後ですが、ホーバークラフトの納入遅延に

よる運航事業者の損害については、今後相当因

果関係のある損害の発生が明らかになれば、県

として賠償金の支払を検討することになります。

さきほどいろいろと条件が変わってきていると

話がありましたが、一番影響があるのは運航開

始時期がどうなるかだと思っていて、それにつ

いては運航事業者が今後訓練をしながら、どう

いった時期になるかを決めていくことになるの

で、そこら辺を見守りたいと考えています。 

麻生委員 ありがとうございました。ふるさと

納税に関してはこれを機会に県ブランドと市町

村ブランドをぜひしっかり磨いて、広報やＰＲ

をお願いしたいと思います。 

 それから、特定地域づくり事業協同組合制度

は大いに活用していただいて、特に中山間地の

集落営農法人の事業継承も大変大きな課題なの

で、中小企業診断士やそういった部分もひっく

るめて連携を図りながら取り組んでいただけれ

ばと。あるいはアドベンチャーガイドの育成と

いった部分もマルチワーカー、季節ごとの労働

需要に応じた複数の事業者の事業に従事する方

とか、集落営農法人のオペレーターとかが不足

しているといった部分のマッチングを含めてで

きたらいいのかなと思っているので、ぜひ期待

しています。 

 それからホーバークラフトの件ですが、運航

会社への賠償が非常に心配になってくる。県に

は賠償金が入っているので、そこから出すのか

など、今後いろんなことも出てくるのかなと心

配しているので、早め早めにしっかり対策を打

っておくことが必要だと思います。おまけに、

燃油高騰等で当初計画していたときと相当条件

が変わってきているので、そういったことも含

めて考えておく必要があろうかと思うので、そ

のことを指摘して終わります。 

守永委員 １点伺いたいと思いますが、さきほ

どの佐藤委員の質疑と重なる部分があるので、

理解した部分は割愛していきたいと思います。 

 まず外国人受入環境整備事業費、主要な施策

の成果の２４９ページに記載されていますが、

これについては、目的の中で特定技能の在留資

格の創設に伴って、増加が見込まれる外国人労

働者等に選ばれる地域を目指しての受入環境整

備を目的としていると書かれています。外国人

総合相談センターの運営は、もともとは入って

きた外国人をどうケアしていくか、その相談を

受けることで運営されています。 

 また多文化共生の推進という中で、様々な施

策展開に資する部分で運営していると思います。

最初に言った、新たに選ばれる大分県となるた

めの施策として、どう運営しているかとの思い

もあるので、具体的に市町村の巡回や相談に対

応する関係者向け研修の開催などを活動指標と

しているわけです。相談支援センターの相談員

がどのような活動をしているかは、さきほど質

疑もあり、相談内容について何件あったと報告

がありましたが、それがどのように解決に結び

付いているかが分かれば、その状況を教えてい

ただきたいと思います。また、内容的にどのよ

うな内容が多いのかも、そういった観点から説

明していただければと思います。 

 これらの事業成果を見たときに、現在大分県

にいる外国人がこの事業の対象者となっている

のは明らかですが、どのようにしてこれから来

る方に大分県を選んでもらうのか。間に入る中

間事業者から大分県はいいよと言ってもらうの

を期待する分もあるでしょうが、もっと積極的

に研修を受けたい、また特定技能者として就業

したい、そういった方が大分県に来たいと思え

る企画なり取組はどのようにお考えでしょうか、

お聞かせいただきたいと思います。 

荻国際政策課長 まず、外国人総合相談センタ
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ーの相談内容についてですが、相談内容の主な

内訳は、多い順に入国管理手続に関することが

６９件、雇用や労働に関することが４６件、通

訳や翻訳依頼に関することが３１件となってい

ます。これらの相談に対し、解決にどの程度つ

ながっているかについては一概には言えません

が、専門的な案件については、弁護士や行政書

士につなぐなど解決が図られるまで、できる限

り丁寧なフォローを行っています。例えば昨年

度は、コロナの陰性証明書を英語で発行できる

医療機関についての問合せや健康情報管理アプ

リの使い方、また起業する際の各種手続の相談

等が寄せられていますが、全て関係機関につな

いで解決に至っています。 

 続いて、これから来る外国人に大分県という

選択肢をどのように浸透、ＰＲしようとしてい

るかについては、雇用労働政策課が実施してい

る外国人労働者受入対策支援事業――我々の事

業名と紛らわしくて恐縮ですが、こちらにおい

て県内で働く外国人材の仕事や暮らしを紹介す

る動画配信を行うなど、積極的にＰＲを行って

います。同様に、外国人総合相談センターにつ

いても、今後様々な機会を通じて、海外の送り

出し機関等へのＰＲを図りたいと考えています。 

守永委員 大変分かりやすい説明だったと思い

ます。ありがとうございます。 

 雇用労働政策課で取り組んでいる事業で注目

を集めるとのことですから、成果内容で言うと

多文化共生を推進し、外国人材から選ばれる大

分県を実現するという、いわば実現する方での

受け手側の役割になっているとの解釈が正しい

のだろうと感じました。二つの課で連携してし

っかりと取り組んでいただきたいと思います。 

猿渡委員 委員長、１点通告していますが、プ

ラスでもう１点お願いします。 

 まず決算事業別説明書の６９ページ、主要な

施策の成果でいうと１２８ページ、地域公共交

通燃料高騰緊急支援事業についてです。主要な

施策の成果を見ると、大変ありがたい事業だと

思います。県のホームページから直接申請がで

きたのもよかったと思いますが、タクシー事業

者７７者中５５者から申請があり、おおむね目

標達成できたとあります。私はむしろ、大変あ

りがたい事業なのに、残り２２社が申請に至ら

なかったのはどういうことなのかと思いました。

あわせて、この物価高騰対策については評価を

しますが、今後に向けてドライバー不足が今問

題になっていて、別府市でもいろいろと対策を

講じていますが、なかなか成果が見えないとこ

ろがあって、今後その点で何らかの打開策が必

要ではないかと考えています。来年度予算に向

けてその点はどうでしょうか。 

 ２点目が決算事業別説明の６３ページ、広報

活動費についてです。この広報活動費２億円強

のうち、新時代おおいたが１億１千万円余りで

大きいですが、今後に向けては、これまでも力

を入れてきたようにＳＮＳだとかインターネッ

トだとか、年齢層によってテレビ、ラジオなど

が効果的ではないかと思います。私は、コロナ

禍でいろんな使える制度について、テレビで広

報すべきではないかと、かなりいろんな場所で

言ってきましたが、そうはならなかったんです

ね。ＯＩＴＡえんむす部についてテレビ広告を

ずっとやっていましたが、ＯＩＴＡえんむす部

はむしろ若い世代向けなので、ＳＮＳが効果的

だと思います。だから、物価高の中でいろんな

支援策がありますが、対象によって何が効果的

なのかを考えてテレビ、ラジオ、ＳＮＳ、ホー

ムページ等を上手に活用していくことが大事だ

と考えていますが、どうでしょうか。 

藤川交通政策課長 私から２点お答えします。 

 １点目の燃油高騰で２２社が不申請となった

理由ですが、県が直接どうして申請しないのか

確認しているわけではありませんが、タクシー

協会から聞いた話によると２２社については、

保有台数が少なく事業規模も小さいので、燃料

の使用料が少なく補助金そのものが余り多くな

らないため、申請しなかったのではないかとの

ことでした。 

 ２点目のドライバー不足の打開策は非常に難

しい問題ですが、タクシードライバーについて

はコロナ前の令和元年と昨年、令和４年とを比

較して約２０％減っています。コロナが５類に

移行した後も回復の兆しが見えないと聞いてお
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り、非常に深刻な事態と認識しています。打開

策とまではいかないですが、今年７月に商工観

光労働部が開催した合同就職説明会には、タク

シー会社２社が参加しています。ただ、今後は

業界としてこういったことに積極的に取り組む

べきだと考えているので、タクシー協会と協力

して、さらなる参加を呼びかけていきたいと考

えています。 

 また、タクシーのドライバーを増やすために

は、どうしても処遇改善が必要だと思っていま

す。県内のタクシー会社は今年７月に業界の人

手不足の解消を目的として、運賃の改定を行っ

ており、この運賃改定により１社平均約１２％

の増収が見込まれているとのことです。今回、

運賃改定を行った事業者については、九州運輸

局も待遇改善に向けた指導がきちんと行われて

いるかを指導すると聞いているので、その動向

を注視していきたいと考えています。２０２４

年問題もあって、タクシーのみならずバスの運

転士の確保についても、県としては大きな課題

と考えているので、各協会と連携しながら対応

を考えていきたいと思っています。 

柴北広報広聴課長 広報活動費について質疑を

いただきました。 

 委員が御指摘したとおり、やはり必要な情報

をその人たちに合った媒体で届けることは、と

ても重要だと考えています。この新時代おおい

たは、奇数月に４８万３千部を全戸配布で考え

ていて、この予算１億１千万円のうち半分が制

作費、半分が配送料になっています。県として

も、広報の在り方について当然改革していきた

いと思っていますが、どうしても紙でないと届

けられない情報がまだあります。実はコロナが

５類に移行するとき、各市町村の市報や町報と

新時代おおいたであえて同じ記事を載せて、５

類になったらこんな変化があるんだと、漏れな

く伝わる工夫も市町村と一緒になってやってき

ました。 

 さきほど、ＯＩＴＡえんむす部はＳＮＳがい

いんじゃないかと言われたのは、もちろんその

とおりだと思います。若い方にはＳＮＳ、イン

スタグラムとか、ツイッターが今Ｘになりまし

たが、そういったものも活用しながら、必要な

情報を必要な方に届けられるように、今後も工

夫していきたいと思います。 

猿渡委員 私は昨日、商工観光労働部でもタク

シードライバーの確保について連携して取り組

んでもらいたいと発言しました。高齢のドライ

バーが多くて、コロナ禍に辞めてしまった方が

多いかと思います。昼間の病院に行くタクシー

は何とか確保できるようですが、夕方以降で夜

間が少ないようです。学生アルバイトとかは資

格、免許の問題などもあり難しいと思いますが、

若い世代を夕方以降のドライバーとして確保で

きないのかなと。根本的には賃金の問題だと思

うので、その辺は連携しながらぜひ取り組んで

いただきたい。やはり別府市は観光のまちとし

て、タクシーやバスの確保が非常に重要なので、

いろんな取組――移住の取組などもやっていま

すが、なかなか苦戦しています。一緒に知恵を

出し合いながらと思っているので、よろしくお

願いします。 

吉村委員 委員長、通告してないことを１点だ

け追加したいのですが、よろしいでしょうか。

（「はい」と言う者あり）お願いします。 

 それでは、決算事業別説明書の６４ページの

おおいたブランド戦略強化事業費の件について

ですが、これはさきほど澤田委員から質疑があ

って、約１億１，５００万円かけているが２９

位はどう捉えるのかと。また、その分析や対策

等についても、さきほど課長から答弁があった

ので、この分は割愛します。もう一点について

ですが、ヴァージン・オービット社の経営破綻

がありましたが、宇宙港実現を目指す県の姿勢

には変わりはない中で、宇宙ノオンセン県オオ

イタを掲げて、大分空港を中心にしながら広報

や認知度を高める取組をされていると思います。

私自身は中津市が地元ですが、実は大分空港を

利用する機会が少ない市民ということもあって、

この宇宙ノオンセン県オオイタという言葉自体、

多くの市民になじみがない状況があるわけです

ね。そういう中で、まずこの認知度をどう捉え

て、今後どう展開をしていくのかについて伺い

たいと思います。 
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 それからもう一点は追加の分となりますが、

さきほど佐藤委員、それから守永委員から外国

人労働者、外国人の受入れや相談に関して質疑

がありました。中津市でも随分と外国人が増え

てきて、技能実習生だと思われる方々が自転車

に乗ってまちを走行する場面、本当に多くなっ

たわけです。その中で、当然若い方々が多い状

況の中で、男女仲よく並走している場面があり

ます。ということは、恋愛にも発展する可能性

があるだろうし、これは全国的にも少しずつ例

が出てきているようですが、妊娠するような状

況、そうなると帰国しなければならない状況も

あると聞いています。今後そのような例が出て

くるのではと思いますが、大分県の相談センタ

ー等で、このような相談を受けたことがあるか

伺います。 

柴北広報広聴課長 私からは、宇宙ノオンセン

県オオイタの認知度などについてお答えします。 

 宇宙ノオンセン県オオイタプロモーションは、

コロナ禍で変化をしてきた社会や人の価値観に

届く新たな、おんせん県おおいたの魅力を発信

するため２０２０年――令和２年に始まった大

分空港の宇宙港化の取組をきっかけに、翌年度

から開始したものです。昨年度は本県出身の俳

優である石丸謙二郎氏をナレーターに起用し、

大分の魅力の数々を伝えるプロモーション動画、

オオイタリウム――架空のプラネタリウムです

が、これをつくって約６８万回再生されていま

す。そして、本県の認知度に一定程度は寄与し

ているのではないかと思っています。 

 もともとこの事業は、本県ではこれまでに、

おんせん県おおいたのキャッチフレーズを掲げ

て、温泉を中心とする広報プロモーションを展

開してきましたが、おんせん県おおいたの商標

登録から１０年を迎え、今後は温泉にとどまら

ない大分のプラスアルファ、食とか観光とか住

まいなどについて魅力を効果的に伝えられる情

報発信をしていきたいと思っています。 

荻国際政策課長 総合相談センターにおける妊

娠の相談案件ですが、センターの相談案件につ

いては個別相談表が県に回ってきて、それで私

も目を通していますが、少なくとも昨年はなか

ったかと思います。今、センターにも直接確認

しているので、もし訂正があれば時間内にまた

回答したいと思います。 

吉村委員 ありがとうございました。魅力度ラ

ンキングは２９位だけれども、別の調査でいえ

ば、じゃらんですかね、観光満足度全国で１位。

それから２０２２年度に、住民による魅力度ラ

ンキングは１０位ということでいえば、大分県

って来てみたらよかったね、満足したよと。そ

して、住んでいる人たちもいいところだと満足

度があるし、そういう実感しているところがあ

る。そういう意味では、まだまだそういう魅力

を発信しきれていない部分もあると思います。

そういうインパクトのあると言うか、効果的な

広報と言うか発信を今後もよろしくお願いしま

す。 

 それから、さきほど外国人の妊娠に関わるよ

うなことについては、今後外国人が多く入って

きて生活していく、働いていくことで考えれば

十分起こり得ることだと思うので、またそうい

う相談もあるかもしれませんし、注視していた

だき、どういう対応を取っていくのかも検討し

ていただければと思います。よろしくお願いし

ます。 

荻国際政策課長 ただいま総合相談センターに

確認したところ、やはり妊娠の相談案件は今の

ところないとのことです。以後、注意していき

ます。 

二ノ宮委員 決算事業別説明書の５７ページ、

ネットワーク・コミュニティ推進事業費につい

てお聞きします。 

 大分県に４，２５３の自治区がありますが、

少子化や高齢化の進行によって、そのうちの４

１．７％にあたる１，７７４の自治区で６５歳

以上が半数を超える小規模集落となっています。

そういう対策として、平成２７年度にネットワ

ーク・コミュニティ推進事業が始まって、９年

目に入りました。一つの節目を迎えているんじ

ゃないかと思っています。 

 高齢化が進む中、そして小規模集落の維持管

理が困難となる中、行政の手助けとしてのこの

事業は重要な役割を担っていると考えています。
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そこで、県内のまちづくり協議会の組織化の状

況、成果や課題、そして今後さらに高齢化の進

行により、この事業の取組もできない集落が多

発すると考えていますが、どのような展望を持

っているのか、お聞きします。 

工藤おおいた創生推進課長 まず、まちづくり

協議会の組織率は、すみません、私どもは把握

していませんが、ネットワーク・コミュニティ

の組織で言えば、昨年度末時点で１８市町村全

てに広がっていて、関係する集落は１，９２９、

これは全体集落の４５．４％を占める状況とな

っています。 

 続いて、この事業の成果と課題ですが、事業

成果としては、委員のおっしゃるとおり、平成

２７年度から取組を進めていますが、着実に進

んでいると考えていて、集落機能の維持に一定

程度の役割を果たしていると考えています。一

方で課題としては、想定を上回るスピードで人

口減少が進んでいて、世帯数が極端に少ないい

わば超小規模集落の増加が見込まれ、こうした

集落の対策が喫緊の課題だと認識しています。 

 この対策の一つとして、ネットワーク・コミ

ュニティの広域化が考えられるのではないかと。

具体的には佐伯市で、現在の校区よりも広げた

形、旧町村単位での組織設立に向けて取組が進

んでいます。ネットワーク・コミュニティを含

めた小規模集落対策の今後については、市町村

と連携して、引き続きより実効性のある対策を

検討していきます。 

二ノ宮委員 ありがとうございます。私どもの

由布市も１５０の自治区がありますが、そのう

ち６６の自治区が小規模集落です。この事業が

始まって１校区の事業が一応補助金対象から外

れましたが、今３校区が始めています。１年間

に２５０万円を３か年、そして最長で最大額で

９００万円という、大変恵まれた事業だと思っ

ています。一番問題なのは、この補助金が外れ

た後で、人と自主財源の確保をずっと考えなが

ら、それぞれのまちづくり協議会で事業をして

いますが、そこが一番難しいところです。そこ

で、県内でいい事例があれば教えていただきた

い。ずっとホームページを見ていますが、平成

３０年ぐらいから余りホームページも改定され

ていないし、情報がなかなか入らないので、で

きたら教えてください。 

工藤おおいた創生推進課長 委員が御指摘した

とおり、我々もネットワーク・コミュニティの

組織に対して調査をしており、令和３年に行っ

た調査によると、やはり人材不足と資金不足の

二つが大きな課題と捉えています。まず、資金

不足については、昨年度ネットワーク・コミュ

ニティの組織で構成される広域協議会の研修会

で好事例の横展開を図っています。具体的に資

金不足解消の好事例を申し上げるとすれば、豊

後大野市犬飼町の長谷地区は、竹で大変お困り

になっており、その竹を使って、まずは堆肥を

つくり、それから燃料にする。最近では酵素風

呂といって、竹をパウダー化してヒノキか何か

と混ぜて発酵させ、砂湯よりもじわじわ温まっ

ていいらしく、それで単年度黒字を達成してい

る事例もあります。これについては、ホームペ

ージ等でまた情報発信していきたいと思います。 

 もう一つの人材不足については、今年度同じ

広域協議会の研修会、そのテーマとして取り扱

って、県内の好事例を横展開したいと考えてい

ます。 

二ノ宮委員 ありがとうございます。この事業

は、高齢化が進む地域にとっては大切な、いい

事業だと思っています。それでも自主財源の確

保は、いろんな取組をやっていますが、例えば

７年前に大津留地区が始めています。ここは成

功事例ですが、唐がらしを植えて加工し、いろ

んなことで自主財源をつくり出していますが、

なかなかそういうのが難しい。 

そういう中で一つの提案ですが、一つは今移

住のＵＩＪターンにお金を出しています。そう

いう情報をこの中から、特にどこの家が空いて

いるとか、どういう条件であればとかが取りや

すいと思います。移住促進の一つのツールに使

うことができないかと。それからもう一つは、

今、自治体が人手不足で仕事がなかなかうまく

回らないポジションがあります。そういうこと

で自治体の中で地域振興と言うか、そういうこ

とをやっているところを、こういうまちづくり
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協議会などに下ろしていくとか、いろいろ工夫

をしないと、そこで何か生産して加工してとか

いっても、なかなか現実は難しいと思っていま

す。ぜひ、広域協議会の中でそういうことも含

めて議論していただき、この事業がずっと続く

ように、そして効果が出るようにしていただき

たいと思っています。 

福崎委員 私からは、四つほどお聞きします。 

 まず一つ目ですが、決算事業別説明書の５７

ページにある、ふるさと大分ＵＩＪターン推進

事業費についてです。報告の中で、令和４年度

は１，５０８人が大分県に移住された。事務評

価はＣとなっていますが、私はすばらしいもの

ではないのかと思っています。Ｃ評価とは、え

らく謙遜した評価ではないのかと思いますが、

この大分県に移住を決めた理由等をもし聞き取

って分析されていれば教えていただきたいです。 

 それから同じ５７ページですが、空き家対策

促進事業です。利活用が５３６件と空き家が大

変活用されているようですが、危険な空き家、

いわゆる特定空家と言われる分ですか、これに

ついて大分県内に何件あるのか、把握していれ

ば教えていただきたい。また、その危険な空き

家に対して、地域の中でいろんな問題も起きて

いるので、この危険な空き家に対してどのよう

な対策が講じられているのか、そこら辺につい

てお尋ねします。 

 それから、５９ページの海外戦略総合対策事

業費についてですが、新聞では９月６日から１

１日にかけて、双方向性のモンゴルに向けたチ

ャーター便が運航され、元駐モンゴル特命全権

大使の清水武則氏が架け橋となって行われたと、

ニュースにもなりました。九重町の方もモンゴ

ルに行って、モンゴル国のツェンヘル郡と温泉

を通じた交流が新聞にも報道されていましたが、

大分県はモンゴルとすごく関わりが深い、また

民間の交流もまだ続いているので、今回これを

機に、モンゴル国との交流をさらに深めていく

ことが重要ではないかと考えますが、県として

どのように考えているか、お尋ねします。 

 それから、６２ページの県立総合文化センタ

ー及び県立美術館管理運営事業費ですが、文化

ホール等の利用がコロナで低かったことで目標

に達していないとのことでした。やはり早めに

イベントを決める、全国的に人気のあるイベン

トや企画展は、早くお願いしないとなかなか回

ってこないことがあると思うし、私の感想です

が、大分県はコンサートが少ないような気がし

ています。総合文化センターも今グランシアタ

の大改修が行われているので、この改修が終わ

れば、さらに大きく利用されていくのではない

かと思いますが、早めに手を打っていただきた

いということで、総合文化センターや県立美術

館の来場者を高めるための方策をどのように考

えているのか、お尋ねします。 

工藤おおいた創生推進課長 私からは、ＵＩＪ

ターンと空き家の２点についてお答えします。 

 まず、大分県に移住を決めた理由等の分析で

すが、県ではＷｅｂマガジン大分移住手帖にお

いて、先輩移住者の暮らしぶりや移住者と地元

をつなぐ人の活動、移住者から見た大分県の魅

力的な地域などを紹介しています。この中で先

輩移住者から大分県を選んだ理由として、海も

山もあり自然が豊かで食べ物がおいしい、ある

いは都会的な生活よりも自然豊かな地域でのん

びりと生活したかった、都会より子どもが伸び

伸びと過ごせ、子育てに適しているといった声

をいただいています。コロナ禍で地方回帰の機

運が高まっているので、この機会を逃すことな

く、今後も移住相談会などで引き続き市町村と

一体となって、こうした先輩移住者の貴重な声

を踏まえた大分県の魅力を発信し、一人でも多

くの移住につなげていきたいと考えています。 

 続いて空き家ですが、空家等対策の推進に関

する特別措置法、いわゆる空家特措法では、そ

のまま放置すれば倒壊など保安上危険となるお

それがある空き家、あるいは著しく衛生上有害

となるおそれのある空き家などを特定空家と定

義しています。７月に県内全ての市町村にヒア

リングをした結果、市町村が特定空家と認めた

ものは５２件となっています。続いてその対策

ですが、空家特措法に基づいて市町村が所有者

の特定や指導を行うとともに、改善されない場

合はやむを得ず代執行による除却が可能となっ
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ていますが、平成２７年度以降県内での実施件

数は９件にとどまっています。 

 空き家については、まずは所有者が責任を持

って対応するものだと考えており、利活用を踏

まえれば、とにかく放置せずに早期に対応して

いくことが何よりも重要だと考えています。こ

のため、県では無料の相談窓口を開設するほか

新聞広告やハンドブック等を活用した啓発を行

い、とにかく空き家の利活用を図っていくため

の取組を進めています。 

荻国際政策課長 私からは、モンゴル国との交

流についてお答えします。 

 本県におけるモンゴル国との交流は、さきほ

ど委員の御発言のとおり、１９８０年代から経

済団体が毎年モンゴルを訪問するなど、古くか

ら盛んに行われてきました。その後、本県出身

の清水元大使の御尽力もあり、２０１２年には

広瀬前知事がモンゴル国を訪問、首相との面談

が実現しています。 

 今回の九重町とツェンヘル郡との交流開始は、

これまでの県とモンゴル国とのこうした交流が

地域レベルで実を結んだものと考えており、大

変喜ばしいことと考えています。来月には大分

県総合生協の資金提供により、２００６年に設

立されたモンゴル・バヤンホンゴル総合生協学

校の生徒たちによる知事表敬も予定されていま

す。県としても、今後とも引き続きモンゴルと

の交流促進に努めていきたいと考えています。 

三浦芸術文化スポーツ振興課長 私からは、県

立総合文化センターと県立美術館の来場者を増

やすための方策についてお答えします。 

 まず来場者の増加に向けては、県立総合文化

センター及び県立美術館での芸術性やオリジナ

リティの高い、質の高い公演や企画展の開催が

重要であると考えています。県立総合文化セン

ターにおいては、昨年度に９年ぶりとなる海外

オーケストラ、ＮＤＲ北ドイツ放送フィルハー

モニー管弦楽団を招き、オペラやミュージカル

など幅広いジャンルの公演を開催しています。

県立美術館では昨年度、相国寺展や親子でも楽

しめるポケモン展などを開催するとともに、県

外からの相国寺展バスツアー、あるいは日帰り

のｉｉｃｈｉｋｏ ｄｅｓｉｇｎ展バスツアー

を造成しており、来館者数は目標５０万人に対

して５２万１，５２９人と、コロナ禍ではあり

ましたが、目標を達成できた状況です。 

 新たな来場者確保に向けては、そうした新た

なファン層を拡大することが非常に重要である

と考えており、小学校等でのクラシック音楽の

演奏会、あるいは県立美術館に児童生徒を招待

し、美術館職員が県内の学校等で様々な鑑賞会

やワークショップを行う教育普及事業にも取り

組んでいます。こうした中、委員からも話があ

ったとおり、今現在ホールは改修工事をしてい

ますが、来年改修工事を終わると機能向上が図

られます。県立総合文化センターでは、来年ウ

ィーン少年合唱団、あるいはイギリスの近衛軍

楽隊の公演を予定していますし、県立美術館で

は北斎と広重展、それからサルバドール・ダリ

展を企画しており、県内外から多くの方に訪れ

てもらえるよう、効果的な情報発信をしていき

たいと思っています。 

福崎委員 ありがとうございました。大分県の

魅力は、やはり豊かな自然だと思います。私も

自然の多いところに住みたいと思う気持ちも出

てきたりしますから、こういうのをもっと市町

村と連携して、それぞれの市町村が持っている

魅力をもっと発信して、移住者を増やす努力を

お願いしたいと思います。 

 それからモンゴルについては、やはり一時期

低迷したときもありましたが、またこれを機に

モンゴルとの交流、大変豊かな資源もあるので

清水元大使もこのモンゴルとの交流を民間レベ

ルで広げていくことが大変重要だと、これから

の日本にも大切なことだと言われているので、

ぜひとも、この大分県が日本とモンゴルとの大

きな架け橋になるように頑張っていただきたい

と思いますし、私たちも応援していきたいと思

うので、よろしくお願いします。 

森委員 通告は２点ですが、追加で１点質疑し

ます。 

 まず、主要な施策の成果１２６ページのネッ

トワーク・コミュニティ推進事業で決算額が４，

９０５万５千円についてです。さきほどは犬飼
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町長谷地区の話もしていただき、ありがとうご

ざいます。おとといの新聞にも載りましたが、

豊後大野市は旧団体名である緒方町小富士地区

の振興協議会も９月に設立され、新聞にも紹介

をいただきました。共に共通するのが、やはり

高齢化であり、役員の皆さんは非常に真剣に取

り組んでいますが、年齢がどんどん上がってい

くのが現実です。さきほど二ノ宮委員からもあ

ったとおりです。 

 また運営するスタッフの年齢層と言うか、や

はり若い方がいない、子育て世代がいないのが

ネットワーク・コミュニティにおける課題だと

考えています。さきほど広域化の話もいただき

ましたが、例えば旧町単位になると、今の基準

である高齢化率等の考え方も、これからいろい

ろと緩和されなければならないと思いますが、

やはり若い子育て世代がそのネットワーク・コ

ミュニティ内に住み続けたい、ネットワーク・

コミュニティの地域でも便利なところに家を建

てたいといった住宅政策をもっと前向きに今後

検討していくべきだと考えますが、その点につ

いて伺います。 

 続いて、同じく主要な施策の成果の１５７ペ

ージ、関係人口創出事業で決算額１，８５５万

円についてです。この事業におけるプログラム

の実際の内容と参加者の構成、事業の成果につ

いて伺います。 

 最後に一つ追加ですが、さきほど政策企画課

長からの話もありましたが、決算附属調書にお

いて、おおいた創生推進課の収入未済額３千万

円の報告をいただきました。これについて少し

詳しく内容を教えてください。 

工藤おおいた創生推進課長 それでは、全て私

の担当になるので、順次お答えします。 

 まず子育て世帯の定住支援ですが、人口減少

と少子高齢化が想定を上回るスピードで進んで

いる中、本県経済や地域コミュニティを維持発

展させていくためには、やはりそれぞれの地域

で一定規模以上の人口が必要だと考えています。

このためには委員が御指摘したとおり、子育て

世帯の定住支援が大変重要だと思っています。

８月に全県で行った子育て世帯へのアンケート

調査によると、親と同居若しくは近居を希望す

る割合が２６％に上っています。そのために求

める支援として１位はリフォーム支援、２位が

新築支援となっています。こうしたニーズも踏

まえ、現在土木建築部において子育て世帯に対

しリフォーム補助を行っていますが、今後も実

効性のある対策について検討していきたいと考

えています。 

 続いて、関係人口についてです。この事業は

関係人口を巻き込んだ地域活性化を図るため、

地域貢献に高い意欲を持つ県外在住者を対象と

して、令和４年度から実施している事業です。

昨年度は２６人が参加し、県下６地域に分かれ

てワークショップや現地訪問など、全５回のプ

ログラムを実施しました。現地訪問では、地域

の特性をより深く理解していただくため、各地

域の魅力あるスポットや地域活性化に取り組む

キーマンを訪問しています。例えば竹田市では、

竹楽のボランティアとして参加していただくと

ともに、まちづくりたけたの関係者と意見交換

を実施しています。参加者の構成ですが、居住

地別では東京都が最も多く１３人、次いで福岡

県及び埼玉県が４人ずつ、その他が５人となっ

ています。また、職業別では会社員が最も多く

１５人、このほか学生や個人事業主などが１１

人となっています。 

 事業の成果ですが、最終報告会では別府市鉄

輪における「腸活×湯治」のワーケーション

プログラムを含む１６事業が提案されています。

また、事業終了後に実施したアンケート結果で

は、今回関わった地域にまた行きたい、関わり

たいと回答した方が２０人となっており、その

うち２人が大分県に移住をしています。 

 ３点目の３千万円の収入未済額ですが、これ

は臼杵市の旧野津高校の跡地の案件です。今、

破産手続が進められていて、我々としては月に

一度催告と言うか、３千万円納付するように定

期的に催告を行っていますが、今そういう破産

手続を行っている状況です。 

森委員 ありがとうございました。ネットワー

ク・コミュニティにおける住宅政策と言うか、

やはり子育て世代の定住につながる実効的な政
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策を、ぜひとも早急に一緒になってつくり上げ

ていく必要があると思うので、引き続きよろし

くお願いします。 

 関係人口の事業は、成果が上がっているとの

ことですが、やはり大分県の宣伝をしてもらえ

る人材として、今後も一緒になって活動してい

ける方々だと思っています。例えば、大分県の

食を丁寧に関東方面で紹介していただくとか、

そういった形でもぜひ協力いただければと思い

ます。 

 収入未済は、恐らく旧野津高校の跡地の件だ

ろうと思いましたが、やはり３千万円という公

金がこのように使われていることに関して、非

常に重く受け止めていくべきだと思います。引

き続きの取組をお願いします。 

後藤副委員長 ほかに事前通告していない委員

で質疑はありませんか。 

岡野委員 １点だけ質疑させてください。資料

番号１１の主要な施策の成果１５６ページ、ス

キルアップ移住推進事業の件についてです。 

Ｄ評価となっていて、この中にはＤ評価とな

った理由が書かれていますが、佐藤知事に代わ

られて、やはり転職なき移住などの移住政策に

非常に力を入れていくとしたときに、今年度は

これをどう改善していくのか。また、様々な議

員から質疑のあった事業――ネットワーク・コ

ミュニティ推進事業とか、関係人口創出事業と

か、そういった事業との情報共有ができている

のか教えていただきたいと思います。お願いし

ます。 

工藤おおいた創生推進課長 スキルアップ移住

についてお答えします。 

 本事業における評価Ｄについては、ＩＴ技術

スクール参加者数は、目標数５０人に対して４

２人の実績があった一方で、福祉・医療スキル

アップ支援対象者が、目標値３０人に対して実

績値が５人と大幅に下回ったことが要因と考え

ています。この事業は、県外からの移住者を増

やすとともに、人材不足が深刻な保育士や看護

職、介護職への就職を促進することを目的とし

ています。そういうことから、今までは資格の

ない方に限定をしていましたが、今年度からは

資格を持っている方も対象とする改善を図って

います。また、１１万６千人が登録している介

護職向けのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルがあり、

それも活用して本事業の周知に努めてきました。 

 この結果、現時点での支援対象者は保育士１

人、看護職２人、介護職９人の計１２人となっ

ており、昨年度の年間５人を大きく上回ってい

ます。介護職は大きく伸びていますが、保育士、

看護職が苦戦している状況です。引き続きＩＴ

分野も含めて制度のＰＲに努めて、一人でも多

くの移住者につなげ、人手不足の解消も図って

いきたいと考えています。 

それと各事業の連携ですが、ここに載ってい

る事業は全ておおいた創生推進課の事業です。

当課は３班ですが、そこは十分意思疎通を図っ

て連携を行っています。 

後藤副委員長 岡野委員よろしいですか。（「

はい」と言う者あり）ほかにありませんか。 

太田委員 さきほどの猿渡委員の質疑に関連し

て交通政策課長に尋ねたいのですが、タクシー

運転手が足りないので、湯布院ではほとんど恒

常的に朝昼晩、夜中は全くタクシーがつかまら

ない状態の中で、国は個人タクシーの免許を８

０歳まで引き上げる方針を出していますが、一

方で我々は、高齢者に対して免許返納を勧める

矛盾する行動があるのですが、その辺をどうお

考えなのか。 

 旅館業界としては、タクシーがつかまらない

ので、自分のところで運転手と車を用意して操

業することは、ある意味では白タク――料金は

取っていないから白タクにはならないのですが、

そういうことをどうやって解消していこうとお

考えか、２点についてお尋ねします。 

藤川交通政策課長 非常に難しい問いをいただ

きましたが、お答えします。 

 タクシー運転手が足らない問題については、

さきほど猿渡委員の質疑でもお答えしましたが、

我々としては非常に深刻なものと受け止めてい

ます。二種免許が８０歳まで引き上げられるこ

とと、運転免許返納を勧めることをどう考える

かと。やはり運転免許を返納した方が移動に困

るのは非常に問題だと考えていて、そこが現在
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の公共交通機関の在り方でいいのか、例えばバ

スとかコミュニティバスは、やはりバス停まで

歩かないといけない問題もあるので、そこをど

う解消するかは非常に大きい問題なのかなと。 

 片やタクシーを使うとなると、運転手もいな

いし、料金もかなり高いこともあります。そこ

で日出町では、今年１０月からＡＩのデマンド

タクシーを開始して、比較的自宅近くのバス停

まで乗り合いタクシーが行って、日出町の中心

部まで運ぶ取組を始めているので、そこら辺は

極力、日出町の動向とかも見ながら、非常にう

まくいくようであれば、全県に展開していくこ

とも考えなければいけないと思っています。 

 白タクの問題については、やはり法律として

はしっかり守っていただかないといけないと思

っていますが、国もライドシェアという取組を

今後検討していくようなことも言っています。

ただ、ライドシェアについても安全上いいのか

と、やはり資格を持たない人がそういった人を

乗せることがどうなのかという問題もあるので、

そこら辺は国の動向もしっかり注視していきた

いと考えています。 

太田委員 比較的表面化していないのですが、

インバウンドが増え、レンタカーを利用するイ

ンバウンドのお客さんが随分多い。何故かと言

うと、やはりナビが多言語になってきたので外

国人が比較的利用しやすいのと、高速道路のチ

ケットがレンタカーの料金とセットになって、

乗り降り自由みたいな部分もあるので、もう少

しその辺も検討の余地に加えていただければい

いのかなと思います。 

後藤副委員長 委員の方はもうよろしいですか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 事前通告が１名の委員外議員か

ら出されているので、事前通告のあった委員外

議員の質疑を行います。 

 なお、時間の関係もあるので委員外議員の質

疑は事前通告者のみとします。 

堤委員外議員 まず通告した２点について。 

主要な施策の成果３６８ページの東九州新幹

線推進事業で、シンポジウム等の決算は１７９

万円、これはＹｏｕＴｕｂｅ広告等に支出して

動画再生数が２７万回といっているが、この費

用対効果をどのように考えているのか。今回、

予備費で基礎調査を１，９９６万円で実施して

いるが、その内容についてはどうか。 

 ２点目は決算事業別決算説明書７０ページ、

太平洋新国土軸構想推進事業費の関係、これは

約１１０万円の決算ですが、国等への要請や働

きかけを行ったと、旅費等も出ているよね。現

状、国自身は事業計画がないのが実態ですが、

国がどのような見解を述べたか聞きます。 

 委員長、一つ追加で。さきほど澤田委員に対

して答弁した、例のホーバーの貸付料の免除。

これはマスコミから聞いてびっくりしましたが、

これまで県の説明は、運航に係る赤字は補 し

ないとのことでしたが、基本協定に締結されて

いるのか。数年間、貸付料を免除するというこ

とは、貸付料を取れば赤字になるから免除する

わけでしょう。つまり、赤字イコール運航補助

ではないですか。基本計画と今の契約のそご、

これはどのように考えているのか。また、こう

いう説明は大きな問題ですよ。だって、赤字補

 しないとずっと言ってきたのだから。今回こ

ういう形で有識者が答申したと、だからしたの

だと、これはちょっと納得できないよ。これは

きちんと説明すべきだし、どういう状況かを聞

きたいし、あと免除が何年間で金額も教えて。

全体で９４億円の県負担はあるわけだからね、

これ以上に県負担をしようというのが今、県の

考え方だから、そこら辺はどうでしょうか、ち

ょっとお聞きします。 

藤川交通政策課長 まず、通告のあった２点に

ついてお答えします。 

 １点目の東九州新幹線推進事業費についてで

すが、機運醸成等に要した１７９万２千円のう

ち、ＹｏｕＴｕｂｅの広告配信費用は２７万５

千円です。これをもって今年１月６日から１月

３１日まで広告配信を実施しています。広告を

最後まで視聴したユーザーの率を示す視聴率が

あり、これは３２％でした。一般的にＹｏｕＴ

ｕｂｅが公表している視聴率の平均値は１０％

から１５％と公表されているので、それに比べ

ると非常に良好な結果だったと捉えています。
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動画コメント欄には、そういった新幹線を応援

する意見もありましたが、そのほかにもやはり

並行在来線の問題を心配する書き込みもあって、

今後も様々な意見に耳を傾けながら、取組を進

めていきたいと思っています。 

 予備費を充当した基礎調査については、令和

５年３月に大分県東九州新幹線整備推進期成会

に負担金として支出しています。期成会は今事

業をしており、委託内容については既に議会に

も報告をしていますが、大分県内における日豊

本線ルートと久大本線ルートの費用対効果につ

いてであり、現在調査中です。 

 ２点目の太平洋新国土軸構想推進事業費につ

いてです。この事業では、豊予海峡ルート推進

協議会等の関係協議会を活用して、愛媛県など

の関係県と分担して、国等に対して政策の提言

書とか、パンフレットの配布を行っています。

また、愛媛県や広島県等との相互交流活動への

支援も行っている事業です。これまでも国等に

働きかけてきましたが、本年７月に閣議決定さ

れた国土形成計画においては、太平洋新国土軸

の具体的な計画についての記載はなかったもの

の、基本計画路線及び幹線鉄道ネットワーク等

の高機能化等の地域の実情に応じた今後の方向

性について調査検討を行うという記載があって、

今後、東九州新幹線や豊予海峡を通じてつなが

る四国新幹線についても検討が進められると期

待しています。東九州新幹線や四国新幹線の必

要性については、引き続き国等に訴えていきた

いと考えています。 

 ３点目のホーバークラフトの貸付料の件です。 

上下分離方式ということで、県が船体とターミ

ナル等を整備して、運航を運航事業者に任せる

ことを原則に事業を進めています。船舶やター

ミナルの貸付料をいただくことは、県が初期投

資したものを、例えば２０年なら２０年を通し

て回収していくことになりますが、そうすると

運航事業者にとっては、結局船とターミナルを

整備したことになるので、ターミナル等につい

ては県が準備することと少し違いが出てくる。 

 そういった、県が船舶とターミナルを準備す

る基本前提の下で運航事業者は公募に手を挙げ

ていて、その後の運航に関する収支の赤字につ

いては補 しないことを協定で定めているので、

さきほど申したように、当初累積赤字があるう

ちは貸付料をいただかないことは委員からも意

見をいただきましたし、もともとの県の考え方

としても、そごはないと考えています。ただ余

りにも、もうけが大きくなって、かなり運航事

業者が潤沢な収益を得るようなことになると、

そこはやはり考えなければならないなと思って

いるので、さきほど澤田委員からも御指摘があ

ったように、毎年貸付けについては運航事業者

の収支を確認しながら検討していく考えです。 

 貸付料については、ちょっと手元に明確な数

字はないのですが、単純に言えば船の建造費だ

と４１億円ぐらいかかっているので、それを２

０年で割った額を本来なら毎年いただくのが貸

付けの格好になると思いますが、それを免除す

る格好になると考えています。 

堤委員外議員 今の関係で、貸付料４１億円の

２０年ということは２億円ぐらいか。２億円の

貸付料を免除するわけでしょう。何年か分から

ないけど。結局、数年間は運航が赤字なんでし

ょう。仮にその２億円をもらうならば、赤字だ

から２億円は免除しましょうと、単純に言えば

そうなのでしょう。つまり、赤字だから補 す

るわけでしょうが。言葉ではどんなことを言お

うと、免除とか言うのではなくて。 

 私は思うに、免除ではなくて猶予でもいいわ

けでしょう。それはさっき言ったとおり、もう

けたときには貸付料を取るのだから。では、も

うけたときに４２億円を、全体がそれなら仮に

１０年間でもうけたのであれば、１０年間で割

ってもらうことでしょう。猶予とはそういうこ

とだな。免除とは、もういらないということだ

から猶予すべきだと思うけどね。百歩譲ってよ。 

 こういうことは、もともとの説明そのものに

なかった。去年のこの運航事業計画は、もうば

ら色の人生ですよ。計画そのものを見るとね。

赤字補 の二の舞はしないと、ずっと言ってき

たわけ。実際に蓋を開けてみればこれでしょう

が。いくら免除と言ってもイコール補 よ、こ

れは。こんなことを県として、契約を１１日に
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したとマスコミが取り上げたと。部長、これを

どう思うのですか。今までの説明と実際の中身

が違うじゃない。こういう説明について、きち

んと県としても検討すべきだと思うけどね。そ

こら辺どうですか。これが一つ。 

 さきほどの東九州新幹線の関係で期成会に委

託していると、あの文章を読んだら分かるんだ

けど、これは久大線と日豊線についてどういう

経済効果が、いつ頃までにこれを出そうという

計画になったのかな、それが一つ。 

 豊予海峡は国も今何も言っていないし、進め

ようとは耳にしていないから、これはぜひやめ

るべき。その２点お願いします。 

山田企画振興部長 ホーバーの船舶貸付料につ

いてお答えします。 

 さきほど交通政策課長が申したように、当初

から上下分離方式という説明をしてきたと思い

ますが、上下分離方式の意味は船舶とかターミ

ナルとか、そういうハード部分を県が負担する

と。運航部分について、運航事業者が自分の責

任で行い、その運航に係る赤字については県が

補 しないということで、これまで説明してき

たと思います。その際に、今の貸付料は免除す

ることをきちんと明確に説明しておけばよかっ

たと思いますが、そこが不足をしていたことは

お詫びしますが、上下分離方式はもともとそう

いう趣旨です。 

これを貸付料として、猶予するにしても取る

ことを前提にしてしまうと、もともと船舶をリ

ースする形で運航事業者が自分で調達したのと

同じことになるので、それは上下分離ではなく

なるんですね。だから購入するか、リースにす

るかになって、結局自分で調達したことになる。

そうではなく、そこの船舶の分は県が準備する

ことで、これまでも説明をしてきたわけです。

その説明が足りなかったのかもしれないので、

そこは少し反省したいと思います。 

藤川交通政策課長 費用対効果をいつ頃出すの

かということですが、今、契約期間は一応１１

月末までとなっているので、そこら辺で結果を

いただき、そう遠くない時期に公表したいと考

えています。 

堤委員外議員 上下分離方式というのは以前か

ら言われていることだから、そんなことを問題

にしているのではない。貸付料、つまり船舶を

貸すわけでしょうが。その貸付料を今回免除す

るわけでしょう。免除しなければ赤字なんでし

ょう。だから、貸付料を免除するわけでしょう。 

つまり、運航についての赤字補 はしないと。

運航に関わる問題だから、これはそういう認識

ではないと、全く言葉の遊びの詭弁ではないで

すか。そうではなくて、実際は赤字になるけど

貸付料は免除しますよと言わないとだめ。そこ

は再度、きちんと言って。 

山田企画振興部長 さきほど申し上げたように、

この上下分離方式の形でもともと運航事業者を

公募して、そのときの公募説明会でも今申し上

げたような形で、そういう前提で公募をかけて

います。ですから貸付料を免除することは、決

して赤字を補 することではなく、これから運

航が始まって、そこで生じる赤字についての補

 は一切しないと。当面、運航事業者も職員の

採用とか、いろんな初期投資をしているので、

さきほど交通政策課長が申し上げたように、当

初の７、８年は間違いなく赤字が累積していく。

その後こういう上下分離方式で利益がどんどん

伸びていった場合は、それは免除するのはおか

しいだろうと、そのときには貸付料について、

またしっかりと検討していくということです。

当面は免除という条件でスタートするというス

キームで公募段階から業者に説明しています。 

後藤副委員長 それでは本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して委員から、ほかに何か質疑はあり

ませんか。 

麻生委員 ただいまのホーバーの案件に関して、

例えば県有財産貸付契約に関わる部分で、議会

承認となる対象案件は何億円以上とか、いろい

ろあったかと思いますが、その部分の確認はど

うなっているのかだけお願いします。 

藤川交通政策課長 すみません、今何億円以上

が議会の案件かは、ちょっと知識がないもので

お答えできかねますが、当課の担当者がやり取

りしている限りでは、基本的に執行部の決裁で

いけるということで、事務処理は進めています。 
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麻生委員 多分その案件に関しては、単年度の

金額と複数年契約、これによっても変わってく

ると思うので、委員長、この部分についてはよ

く確認をした上で、再度議会の議決権とか承認

案件といった部分、これは非常に重要なので確

認をお願いします。 

後藤副委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 ほかにないので、これで質疑を

終了します。 

 これをもって企画振興部関係の審査を終わり

ます。執行部はお疲れ様でした。 

 これより内部協議に入るので、委員はお残り

ください。 

 

  〔企画振興部、委員外議員退室〕 

 

後藤副委員長 これより内部協議に入ります。 

 さきほどの企画振興部の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映

させるべき意見や要望事項等があればお願いし

ます。 

猿渡委員 今のホーバーの貸付けの件ですが、

大事な指摘なので、これは盛り込むべきと思い

ます。 

 それと太平洋新国土軸構想、豊予海峡ルート

の件ですが、これは議会としての考え方はいろ

いろだと思いますが、本会議でも積極的に進め

るべきとの意見はなかったんですよね。財政の

問題を危惧する、心配する意見を各会派が出さ

れたと思うんですね。ですから、ちょっとこの

豊予海峡ルートの件については、やはり慎重に

進めなければならないとの考え方が議会全体と

してあると思うんですね。だから、その点をや

はり入れるべきかと思います。新年度予算に向

けてお願いします。 

後藤副委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 ただいま、委員からの御意見御

要望及び本日の審査における質疑を踏まえ、審

査報告書案として取りまとめたいと思います。 

 詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

後藤副委員長 それではそのようにします。 

 以上で企画振興部関係の審査報告書の検討を

終わります。 

 暫時休憩します。 
午後０時１７分休憩 

―――――――――― 

午後１時００分再開 

三浦委員長 休憩前に引き続き、委員会を開き

ます。 

 これより農林水産部関係の審査を行います。 

 執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔かつ明瞭にお願いします。 

 それでは、農林水産部長及び関係課室長の説

明を求めます。 

佐藤農林水産部長 令和４年度一般会計歳出決

算のうち農林水産部関係分について御報告しま

す。 

今回の説明でもＳｉｄｅＢｏｏｋｓのページ

通知機能を使用し説明するページを表示するの

で、タブレットの画面右下に青い通知が出たら

表示をタッチしていただくようお願いします。 

それでは初めに、タブレットの資料番号１０

番、一般会計及び特別会計決算事業別説明書に

ついて、１９５ページを御覧ください。 

上段一般会計の一番下、歳出合計欄を御覧く

ださい。令和３年度からの繰越しを含めた予算

現額は８７６億６，７６０万４千円となってお

り、その右側の支出済額５７５億７，１０９万

７，５３３円と、その右の令和４年度から令和

５年度への翌年度繰越額を差し引いた不用額は

４４億５３万７，４６７円となっています。 

 不用額の詳細や特別会計については、各課の

決算状況とあわせて、後ほど担当課長から御説

明します。  

 続いて、資料番号１３番の令和４年度決算特

別委員会審査報告書に対する措置状況報告書に

ついて、９ページを御覧ください。昨年度の決

算特別委員会の審査報告書に対する措置状況を

御報告します。 
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 まず、農業改良資金の収入未済の解消につい

てです。農業改良資金は、平成２２年度の法律

改正により貸付機関が県から日本政策金融公庫

に移管されていることから、現在県では一般会

計において移管以前の貸付けに係る債権の管理

を行っています。 

 令和４年度は滞納の解消に向けて、滞納者１

２名と返済方法の協議等を重ねた結果、元金５

９万円、違約金７３万２千円を回収しました。

今後も関係機関と連携しながら督促を行い、収

入未済額の縮減に努めます。  

 次に、１０ページを御覧ください。 

沿岸漁業改善資金の収入未済の解消について

です。令和４年度は滞納解消に向けて滞納者２

名と返済方法の協議等を重ねた結果、元金４０

万円、違約金１２万円を回収しました。こちら

もさきほどの農業改良資金と同じく、関係機関

と連携しながら督促を行い、収入未済額の縮減

に努めます。  

 次に、２０ページを御覧ください。 

農業システム再生に向けた行動宣言及び農業

を巡る情勢変化への対応についてです。農林水

産部では大分県農業総合戦略会議で取りまとめ

た行動宣言に基づき、農協改革から園芸や畜産

の産地拡大、担い手確保・育成まで着実に実行

に移すとともに、変化する社会や経済情勢への

対応も行っています。 

まず農協改革では、生産者の所得増加と産出

額の向上のため、営農指導の強化が不可欠です。

このため県農協では、その拠点となる営農経済

センターの設置や営農指導員の確保及び育成を

進めています。 

 園芸の拡大については、大分の顔となる品目

を育成するため、ねぎ、ピーマン、高糖度かん

しょ、ベリーツの４品目を短期集中県域支援品

目に指定し産地拡大を図るとともに、こうした

生産拡大に対応して、ピーマン選果場等の拠点

整備を進めています。また、燃油価格高騰等の

影響を受けにくい経営への転換を進めるため、

林業、水産業の各分野とともに省エネ化に資す

る機材等の導入経費の支援を行っています。 

畜産では、キャトルステーションの整備を進

めるとともに高品質な堆肥の県域流通に向け、

耕畜連携の体制を整備した結果、既に８１件の

マッチングが成立するなど資材高騰に対応した

動きも進んでいます。また、飼料価格高騰の影

響を受ける畜産農家の経営安定化を図るため、

価格安定制度に係る積立金への助成を行いまし

た。 

担い手の確保・育成では、産地が主体となっ

た担い手確保を進めるため、地域ごとに作成さ

れた産地担い手ビジョンを活用した就農相談を

実施するとともに、高齢化が進む中、経営継承

を促進するため、ハウス等の経営資源情報のデ

ータベース化を進めています。 

 引き続き、こうした生産者や農業団体等によ

る一体となった取組を後押しすることで、本県

農業の成長産業化を図ります。 

次に、資料番号１２番の令和４年度における

主要な施策の成果各部評価結果一覧表について、

１７ページを御覧ください。主要な施策の成果

について御報告します。農林水産部関係分とし

ては、１７ページから２１ページにかけて９０

事業を記載しています。 

まず、右上の１評価結果総括表を御覧くださ

い。成果指標の達成度合いによる評価をまとめ

ており、達成率１００％以上のＡが５０事業、

達成率１００％未満から９０％以上のＢが１８

事業、達成率９０％未満から８０％以上のＣが

７事業、達成率８０％未満のＤが７事業となっ

ています。なお、実績のみ掲載となっている８

事業は、公共事業や施設整備事業などの単年度

での成果の測定が難しい事業です。 

次に、事業の今後の方向性を御覧ください。

継続・見直しが７３事業、事業組替が３事業、

終了が１４事業となっています。２個別事業一

覧表では、事業ごとの成果指標の達成率をまと

めています。 

 続いて資料番号１１番、大分県長期総合計画

の実施状況について、主要な施策の成果（事務

事業評価）の１７７ページを御覧ください。 

ここからは、昨年度重点的に取り組んだ８事

業について、個別に御説明します。まず一番上

の１６番、短期集中県域支援品目生産拡大推進
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事業です。事業名の下の事業概要欄を御覧くだ

さい。この事業は、短期集中県域支援品目に認

定した４品目の生産を拡大するため、産地の主

体的な取組を集中的かつ総合的に支援するもの

です。 

右下の事業の成果・社会情勢の影響を踏まえ

た取組・今後の方針を御覧ください。４品目の

産地拡大を急ぐため、ピーマン選果場などの産

地拠点施設や生産機械及び設備の整備、生産性

向上技術の確立等をパッケージで支援した結果、

全ての品目で面積を拡大し、成果指標の欄にあ

るとおり、作付面積は目標の６４４ヘクタール

を上回る６６０ヘクタールに拡大しました。今

年度も面積拡大が進み、連続して目標を達成す

る見込みであり、引き続き経営体の規模拡大や

調製作業の分業化体制構築などの労力確保対策

等を通じてさらなる産地拡大を進めます。 

次に、１７８ページを御覧ください。 

上から三つ目の２１番、肉用牛競争力強化対

策事業です。この事業は、肉用牛生産基盤を強

化するため、経営体が行う規模拡大に向けた畜

舎の整備や飼養環境改善のための施設整備に対

し助成するものです。 

右下の事業の成果を御覧ください。高齢化や

担い手不足による生産基盤の脆弱化が進む中、

施設整備に取り組む４３戸を支援し、畜産農家

の規模拡大、生産性向上を図りました。今後も

多頭化が進む県内の肉用牛農家に対し、施設整

備や各種スマート機器の導入を支援することで、

持続可能な肉用牛生産基盤を確立します。 

次に、１８１ページを御覧ください。 

一番上の２８番、林業再生県産材利用促進事

業です。この事業は、県産材の需要拡大と高齢

林の伐採や活用等を図るため、木材の加工流通

施設の整備等を支援するとともに、大径材の利

用促進に向けた取組を実施するものです。中ほ

ど主な事業内容は、製材工場の施設整備に要す

る経費の助成や大径材製品のサンプルを県外プ

レカット工場等へ提供し製品評価を実施するも

のです。 

事業の成果ですが、堅調な国産材需要もあり、

乾燥材生産量は目標１万立方メートルを上回る

１万６千立方メートルに増加しました。今後は

高品質な製材品の生産を支援するとともに、大

径材利用促進の取組として大径材から生産した

木材製品のサンプル出荷に対する支援等を実施

します。  

次に、１６６ページを御覧ください。 

一番上の１３番、林業事業体強化推進事業で

す。この事業は主伐、再造林を一体的に担う中

核的な林業経営体を育成するため、高性能林業

機械や造林機械の導入、経営合理化に向けた人

材育成などを支援するものです。 

事業の成果ですが、高性能林業機械や造林機

械の導入等により生産性の向上や再造林面積の

増加が図られた一方で、伐採に加え造林にも取

り組む中核林業経営体数は２３にとどまり、目

標を達成することができませんでした。今後は

造林作業をはじめとする森林施業の機械化や省

力化により造林への取組を促すことに加え、他

事業体との連携強化を促進するなど、中核林業

経営体の育成に努めます。 

次に、１６８ページを御覧ください。 

上から二つ目の２０番、ブリ類養殖業生産体

制強化推進事業です。この事業は、ブリ類養殖

業の周年出荷体制の強化を図るため４月から６

月の出荷端境期における安定出荷に向け、人工

種苗を用いた試験養殖などを実施するものです。

主な事業内容は、本来のブリの産卵期と異なる

８月の人工種苗生産や得られた人工種苗を用い

た現地養殖試験の実施、小型天然モジャコの育

成及び種苗化技術の開発などです。 

事業の成果ですが、養殖ブリ類の生産量は前

年のモジャコ不漁の影響を受けて、成果指標の

欄にあるとおり令和４年度目標の２万３，３２

０トンを下回る１万６，５００トンとなり、目

標を達成することができませんでした。このよ

うな中で取り組んだ本事業では、８月採卵によ

るブリ人工種苗生産や現地での養殖試験、養殖

ブリの出荷適正期間の調査等を実施し、人工種

苗の有効性などを明らかにするほか、適正サイ

ズに満たない天然モジャコの育成試験や県内養

殖場のブリを用いた種苗生産等を実施し、突発

的なモジャコ不漁に対応できる体制の構築を図



- 26 - 

りました。今後は人工種苗生産の採卵数を増や

す技術開発などに取り組み、ブリ類養殖業生産

体制のさらなる強化を図ります。 

次に、１７４ページを御覧ください。 

一番上の７番、県産水産物流通拡大推進事業

です。この事業は、県産水産物の流通拡大を図

るため、大消費地における販促活動を行うとと

もに、子育て世代を中心とした魚食普及活動や、

おおいた県産魚の日を活用した県産魚のＰＲ活

動を実施したものです。 

事業の成果ですが、まず、おおいたの魚パー

トナーシップ飲食店の取組では、かぼすブリ開

発当初から取扱い実績のある寿司チェーン店の

認定を行いました。また、同じくパートナーシ

ップを結ぶおおいたの魚パートナーシップ量販

店等を中心にフェアを開催したほか、県内で県

漁協等の各種団体が魚食普及活動を行い、県産

魚のＰＲを行いました。今後は県内量販店での

対面販売や県産魚の情報発信の強化等に取り組

み、令和６年度に本県で開催される全国豊かな

海づくり大会に向けて、県産魚の消費拡大を図

ります。 

次に、１８１ページを御覧ください。 

上から三つ目の３０番、農林水産物輸出需要

開拓事業です。この事業は、成長する海外市場

需要を取り込み、農林水産業者の所得向上を図

るため、ブランドおおいた輸出促進協議会等が

行う輸出拡大の取組を支援するものです。主な

事業内容は、海外市場ニーズ調査に基づいた生

産及び加工体制の構築や牛肉輸出で求められる

動物福祉対応への支援、商談会及び展示会への

出展や現地商社等を活用したフェア等の実施で

す。 

事業の成果ですが、社会経済の再活性化の動

きにあわせて積極的な販売促進活動に取り組ん

だ結果、輸出額は過去最高の４３億３千万円と

なりました。今後も輸出先国のニーズに対応し

た産地づくりやＪＥＴＲＯ等と連携した新たな

販路開拓など、輸出拡大の取組を進めます。ま

た、中国政府が日本産の水産物を輸入停止とし

た件についてですが、新たな販路開拓等に向け

た国の基金などの支援策等について、国内外の

動向に注視しながら、各事業者と連携を密にし

て積極的な活用を図ります。 

次に、１６８ページを御覧ください。 

上から三つ目の２１番、スマート農林水産業

技術普及拡大事業です。この事業は、農林水産

業の生産性向上等を図るため、省力化やデータ

の高度活用に寄与するスマート技術等の開発、

実証及び活用に向けた人材育成等を実施したも

のです。主な事業内容としては、企業や大学等

との連携による新技術の研究開発や大分高等技

術専門校等と連携した、ねぎ調製機に係る画像

解析技術の開発等を行っています。また、技術

活用のさらなる推進に向け、スマート技術の普

及及び実証やデータ活用方法に対する研修会を

開催しています。 

事業の成果ですが、研修会の開催等により令

和４年度の目標を達成することができました。

引き続き、農林水産業の生産性向上等を図るた

め企業や大学等と連携しながら、県内の地域特

性や課題に応じた技術開発や人材育成に取り組

みます。 

続いて、令和４年度行政監査・包括外部監査

の結果について御説明します。資料番号１６番

の令和４年度行政監査・包括外部監査の結果の

概要について、３ページを御覧ください。 

まず、行政監査についてですが、当部関係の

改善・検討事項はありません。 

次に、包括外部監査についてです。２５ペー

ジを御覧ください。 

指定団体関係の指摘事項について、当部の関

係では計２７件あり、その内訳としては不備２

件、改善８件、勧奨１７件の御指摘をいただき

ました。 

２８ページを御覧ください。 

不備とされた内容としては、表の一番下にあ

るとおり、公益財団法人森林（もり）ネットお

おいたの会計書類の不備などについて御意見を

いただきました。 

次に、４７ページを御覧ください。 

その他の出資等団体関係の指摘事項について、

当部の関係では計８件あり、その内訳としては

不備１件、改善２件、勧奨５件の御指摘をいた
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だきました。不備とされた内容としては、表の

一番上にあるとおり大分県農業信用基金協会の

会計書類の不備について御意見をいただきまし

た。これらを含め、いずれの団体についても、

既に改善に取り組んでおり、今後も外郭団体の

適切な運営のため、指導及び監督に努めます。 

引き続き各種の決算状況について、担当課長

から御説明します。 

木許農林水産企画課長 令和４年度の農林水産

部関係の決算状況について、決算附属調書と一

般会計及び特別会計決算事業別説明書により御

説明します。 

まず、歳入関係です。資料番号９番の決算附

属調書の１６ページを御覧ください。こちらに

は、歳入決算額の予算に対する増減額を記載し

ています。 

まず、左の科目欄にある農林水産業費国庫補

助金ですが１４７億２，６１６万７，２７８円

の減となっています。これは、増減理由欄の減

収となったもののうち、上から２番目の産地生

産基盤パワーアップ事業費補助金において、国

の補正予算関連事業の繰越しに伴い、令和４年

度の国庫補助金が減収になったことなどによる

ものです。 

次に、２４ページの科目欄の下から２番目、

貸付金元利収入を御覧ください。増減理由欄の

減収となったもののうち、上から３番目の木材

業経営安定資金貸付金分以降に農林水産部関係

が記載されていますが、これらの減は貸付実績

が見込みを下回ったことなどによるものです。 

次に、３４ページを御覧ください。 

不用額です。科目欄の農業費のうち、上から

７番目の園芸振興費３億５，９９９万５，７７

１円については、農業用施設整備等を支援する

おおいた園芸産地づくり支援事業費の補助金が

見込みを下回ったことなどによるものです。ま

た、科目欄の林業費のうち、上から２番目の林

業振興指導費６億４４万３，８８７円について

は、森林組合振興対策資金貸付金の貸付実績が

見込みを下回ったことなどによるものです。 

次に、４２ページを御覧ください。 

収入未済額です。科目欄の下から２番目の貸

付金元利収入のうち、課名欄の下から２番目の

団体指導・金融課１，５１４万５，６３５円で

す。 

続いて、４３ページを御覧ください。 

科目欄の違約金及び延納利息にある団体指導

・金融課５，０１８万１，４１４円は、いずれ

も農業改良資金の貸付先の経営不振等によるも

のです。収入未済額等については、さきほど部

長からも申し上げたとおり今後とも関係機関と

連携しながら督促を行い、その縮減に努めます。 

続いて、８４ページを御覧ください。特別会

計に関する決算状況を御説明します。 

まず、歳入決算額の予算に対する増減額です。

科目欄の上から２番目の括弧書き県営林事業特

別会計のうち、不動産売払収入４，８７８万２，

８１９円の増です。これは、主伐や間伐の素材

販売価格が好調に推移したことにより、木材売

払収入が見込みを上回ったことによるものです。 

次に、８９ページを御覧ください。 

不用額です。科目欄の一番下の括弧書き林業

・木材産業改善資金特別会計のうち、林業・木

材産業改善資金６億７，３３１万４千円、続い

て９０ページの科目欄の一番上、括弧書き沿岸

漁業改善資金特別会計のうち、沿岸漁業改善資

金４億７，７３２万５千円は、いずれも貸付実

績が見込みを下回ったことによるものです。こ

れらの不用額は繰越しを行い、本年度の貸付金

等の原資とします。また、科目欄の上から２番

目、括弧書き県営林事業特別会計のうち、県民

有林事業費の伐採事業費２，１５６万３１４円

については、県と分収契約を交わしている土地

所有者の名義変更が完了していないものについ

て、分収交付金の支払を留保したことなどによ

り見込みを下回ったものです。 

次に、９３ページを御覧ください。 

収入未済額です。科目欄の上から３番目、括

弧書き林業・木材産業改善資金特別会計のうち、

貸付勘定の貸付金元利収入１３６万２千円、そ

の下業務勘定の雑入７８１万８，０７４円、ま

たその下の括弧書き沿岸漁業改善資金特別会計

のうち、貸付勘定の貸付金元利収入６０９万円、

その下業務勘定の雑入３６５万円はいずれも資
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金借受者の経営不振や破産等によるものです。 

以上、農林水産部関係の決算状況です。 

続いて、資料番号１０番の一般会計及び特別

会計決算事業別説明書により、歳出関係の主な

事業について関係課から御説明します。 

まず、農林水産企画課関係について御説明し

ます。決算事業別説明書１９８ページを御覧く

ださい。 

上段の第２目農業振興費のうち事業説明欄の

上から２番目、県産農水産物学校給食提供事業

費３，０８５万４千円です。これはコロナ禍に

より外食需要が減少した県産農水産物の消費を

回復させるため、希望する県内小中学校等の学

校給食に県産農水産物を提供するとともに、食

育を通じ児童生徒の農林水産業への理解醸成に

取り組んだものです。  

三股団体指導・金融課長 次に、団体指導・金

融課関係について御説明します。２０３ページ

を御覧ください。 

林業・木材産業改善資金特別会計のうち、下

段木材産業等高度化推進資金貸付金３億４００

万円です。これは木材の生産や流通を担う事業

者の事業合理化に向け、経営改善等に必要な短

期運転資金を低利で貸し付けるため、必要な資

金を融資機関に預託したものです。 

畑中地域農業振興課長 地域農業振興課関係に

ついて御説明します。２０６ページを御覧くだ

さい。 

第２目農業振興費のうち上から３番目、持続

可能な豊かな有機産地等活性化事業費３，３１

８万６８０円です。これは持続可能な食料シス

テムを構築するため農林水産省が策定した、み

どりの食料システム戦略に基づき、有機農業の

生産者組織が行う販路開拓及び物流体制の整備

や有機ＪＡＳ認証事業者の生産性向上のための

農業機械等の導入を助成するなど、減化学農薬、

減化学肥料栽培等の環境保全型農業に取り組む

産地に対して支援を実施したものです。 

信貴新規就業・経営体支援課長 新規就業・経

営体支援課関係について御説明します。２１４

ページを御覧ください。 

第２目農業振興費のうち一番上、農業経営継

承・発展支援事業費９３９万１，３１０円です。

これは高齢農家等の経営継承を促進するため、

継承相談窓口を設置するとともに、生産者向け

の研修会の実施や生産者に対して経営継承コー

ディネーターの派遣等を行ったものです。 

玉田水田畑地化・集落営農課長 水田畑地化・

集落営農課関係について御説明します。２２０

ページを御覧ください。 

第１目農地総務費のうち上から３番目、園芸

産地農地確保対策事業費１，８０４万４千円で

す。これは短期集中県域支援品目であるピーマ

ン、高糖度かんしょ、ベリーツの生産拡大を図

るため、意欲ある生産者への栽培に適した優良

農地の集積や集約に取り組んだものです。 

田中おおいたブランド推進課長 おおいたブラ

ンド推進課関係について御説明します。２２２

ページを御覧ください。 

第２目農業振興費のうち一番上、Ｔｈｅ・お

おいたブランド流通販売戦略推進事業費３，８

６３万２，９６４円です。これは県産農林水産

物の販売を促進するため、マーケターによる商

談をはじめとした販路開拓や、販売の多チャン

ネル化に向けたＥＣサイト用商品の開発支援等

を実施したものです。 

牛島園芸振興課長 園芸振興課関係について御

説明します。２２４ページを御覧ください。 

第９目園芸振興費のうち上から４番目、園芸

産地づくり計画策定・推進事業費１，０３１万

６，７０８円です。これはマーケットニーズに

即した園芸産地を育成するため、市町村等によ

る園芸産地づくり計画の策定や目標達成に向け

た取組に対する支援等を実施したものです。 

武石畜産振興課長 畜産振興課関係について御

説明します。２２８ページを御覧ください。 

第２目畜産振興費のうち一番上、おおいた和

牛流通促進対策事業費５，６５４万２６６円で

す。これは、おおいた和牛の認知度向上と流通

拡大を図るため、ＰＲ大使等の起用やイベント

による情報発信など戦略的なＰＲ対策等を実施

したものです。 

黒垣農村整備計画課長 農村整備計画課関係に

ついて御説明します。２３３ページを御覧くだ
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さい。 

第３目土地改良費のうち上から５番目、大野

川上流地区園芸産地強化対策事業費１，０５３

万８千円です。これは大野川上流地区において、

大蘇ダムからの畑地かんがい用水を活用し、野

菜等の生産拡大を図るため、給水栓の新規設置

及び農地利用計画書の作成に対し助成したもの

です。 

安東農村基盤整備課長 農村基盤整備課関係に

ついて御説明します。２３７ページを御覧くだ

さい。 

第４目農地防災事業費のうち上から２番目、

防災重点農業用ため池等整備事業費２８億８，

１２７万６千円です。これは防災重点農業用た

め池の決壊を未然に防止し、下流域の人命、家

屋等を守るため、小田池地区ほか６６地区でた

め池改修工事や廃止工事を実施したものです。 

高村林務管理課長 林務管理課関係について御

説明します。２４１ページを御覧ください。 

第２目林業振興指導費のうち上から６番目、

林業新規参入者総合支援事業費３，６４４万４，

７４９円です。これは林業経営等を担う人材を

確保・育成するため、おおいた林業アカデミー

やＯＪＴ研修への支援を行うとともに、林業事

業体の木材の生産性向上に向けた林業機械の操

作研修等を実施したものです。 

吉松審議監兼森林保全課長 森林保全課関係に

ついて御説明します。２４６ページを御覧くだ

さい。 

第２目林業振興指導費のうち上から２番目、

早生樹等苗木増産支援事業費１，６３６万４，

１００円です。これは県産材の持続的な供給体

制を強化するため、成長の早いスギのエリート

ツリー等、早生樹の苗木増産に必要な採穂園や

生産施設の整備等に支援したものです。 

大屋漁業管理課長 漁業管理課関係について御

説明します。２５６ページを御覧ください。 

第２目水産振興費のうち上から３番目、海洋

環境保全型養殖推進事業費４，７６５万１，９

６７円です。これは養殖ブリ類の安定生産を図

るため、環境負荷を軽減した持続可能な養殖手

法を実証するとともに、海底環境の改善による

赤潮発生の抑止技術の確立に取り組んだもので

す。  

大塚水産振興課長 水産振興課関係について御

説明します。２６１ページを御覧ください。 

第２目水産振興費のうち一番上、沿岸漁業漁

村振興構造改善事業費４億３，３１６万８千円

です。これは沿岸漁業の振興を図るため、姫島

村における地下海水を活用した養殖クルマエビ

種苗生産施設の整備に要する経費に対して助成

したものです。 

高野審議監 漁港漁村整備課関係についてです

が、本日課長が体調不良のため欠席しています。

代わって御説明します。２６２ページを御覧く

ださい。 

第６目漁港管理費のうち一番上、放置艇対策

事業費１，８６４万６，００５円です。これは

漁港区域におけるプレジャーボート等の係留保

管の秩序確立や災害時における県民の安全確保

を図るため、所有者不明船舶の撤去等を実施し、

船舶の適正管理を行ったものです。 

三浦委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し私から指名を受けた後、自席で起立の上マイ

クを使用し簡潔かつ明瞭に答弁願います。 

 事前通告が５名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 

守永委員 ３項目質疑をしますけれども、まず

１項目が（公）ため池等整備事業についてです。 

 主要な施策の成果１３３ページに、防災重点

農業用ため池１，０２９か所のうち令和４年度

までに３９３か所のため池を改修したと記述が

ありますが、改めて改修の優先順位についてお

尋ねしたいと思います。 

 今後の方針として、自然災害が頻発化、激甚

化する中で、下流人家等への被害を防止するた

め、防災重点農業用ため池の計画的な改修を進

めると記述されているけれども、防災重点農業

用ため池１，０２９か所は今後、点検等によっ

て箇所数が変化する可能性もあると思うのです

が、優先的に工事をしなければならない順番は、

各ため池の状況を監視しながら変化すると考え
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ていいのでしょうか。また、その場合に、着目

する優先項目として挙げられる項目とその評価

方法について分かりやすく説明いただけないで

しょうか。 

 二つ目が主要な施策の成果１７３ページに書

いてある、しいたけ消費拡大対策事業について

ですけれども、うまみだけの出荷量は前年度比

１３５％の伸びとの成果が報告され、関東地方

の販路確保を強化していくと記述されています。 

 関東地方での大分県産乾しいたけの需要はど

のように見込まれるのでしょうか。また、目標

値１２０トンに向けて生産者の生産意欲はどの

ように変わってきたか状況を教えていただきた

いと思います。 

 三つ目が決算事業別説明書２５７ページ、漁

業管理課の公害被害救済事業費についてですけ

れども、赤潮等による水質汚濁がもたらす漁業

被害を救済するための被害額の補 という説明

があります。令和４年度の発生状況は例年より

も少なかったと言えるのでしょうか。また、環

境に対する県民の皆さんの意識変化によって、

赤潮の発生は一定程度抑えられるのか、教えて

ください。 

安東農村基盤整備課長 ため池の整備について

お答えします。 

 防災重点農業用ため池１，０２９か所のうち、

令和４年度までに３９３か所を整備しており、

その進捗率は３８％となっています。このため、

毎年度ため池の調査や点検などを実施し、その

結果を踏まえて、優先順位を付けた上で計画的

な改修を行っています。 

 具体的な調査については、まず劣化状況の把

握として、現在８４４か所ある廃止予定を除く

全ての防災重点農業用ため池について、目視に

よる堤体及び取水施設の変状や漏水量の測定を

行っています。また耐震調査として、決壊した

場合に下流の家屋などへの影響及び緊急度の高

いため池、約１１０か所について堤体のボーリ

ング調査を行い、地震時において堤体に異変が

ないかなどの安全性の確認を行っています。さ

らに、全ての防災重点農業用ため池の管理者に

対して、毎年かんがい期前に点検をお願いして

おり、異常が見られた場合については、県や市

町村が現場に出向き応急対策などを行っていま

す。 

 こうした調査及び点検結果を踏まえ、県と市

町村で改修工事を実施するため池の優先順位の

検討を行いながら、あわせて、ため池工事に関

する長期計画の見直しを毎年行っています。今

後も市町村とため池管理者と連携し、適切な調

査及び点検を行いながら、計画的なため池改修

を図っていきます。 

神鳥林産振興室長 関東地方での大分県産乾し

いたけの需要についてお答えします。 

 総務省の調査によると、令和４年次の東京都

１世帯当たりの乾しいたけ家庭内消費量は４７

グラムで、世帯数は約７２２万世帯あり、乾し

いたけの需要量は約３４０トンと推計できます。

これに加えて、飲食店等も多いことから、業務

用の需要もあり、東京都を含め関東地方の需要

は十分にあると考えています。 

 令和４年度は展示商談会による販売店の拡大

や東京都内での、うまみだけ特別メニューの提

供など、食べる機会の創出に取り組んでおり、

令和５年８月末現在、取扱箇所は全国３１都道

府県に２４４か所、うち関東は３４か所まで増

えています。引き続き、うまみだけの加工品開

発や関東地方など大消費地での販売店舗の拡大

により消費拡大に努めます。 

 次に、生産者の生産意欲について、令和５年

８月末現在うまみだけに取り組んでいる生産者

は３０６人で、令和５年度は新たに１０人が登

録しています。うまみだけを生産するためには、

植菌作業から選別、出荷まで品種別の管理が求

められ、その分の労力が追加で必要となります

が、昨年度の平均単価は一般同等品よりも１キ

ログラム当たり４２７円高く、生産者にとって

は収益向上につながることから、生産者からの

問合せが多い状況となっています。 

大屋漁業管理課長 赤潮についてお答えします。 

 赤潮の発生件数は令和４年は２５件で、過去

１０年の年間平均発生件数の２０件と比較して

多く発生しました。これは降雨など、プランク

トンが増殖しやすい条件がそろったことによる
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ものと考えています。 

 近年、家庭において油などを排水口に流さな

いことや植物由来の環境に優しい洗剤の使用な

ど、環境を守ろうとする意識は高まっていると

考えます。養殖の現場でも食べ残しが少なく、

環境負荷を低減する飼料が普及するなど、赤潮

発生の一因となる窒素やリンなどの栄養塩類の

削減が図られています。しかし、赤潮の発生は

栄養塩類だけではなく、降雨や日照、海水温な

どの自然条件が相互に関連し発生すると言われ

ており、環境に対する意識の変化だけでは赤潮

の発生を抑えることは難しいと考えます。 

 そういった状況で、環境を守る意識を高めて

いくことは大変大事だと考えます。引き続き、

漁場環境に優しい養殖を推進するとともに、一

般の方にも様々な機会を捉え、例えば、来年度

開催予定の全国豊かな海づくり大会やその関連

行事などにおいて、漁場環境の保全の重要性に

ついても周知していきます。 

守永委員 ありがとうございます。ため池関連

については、毎年丁寧に調査していただいて、

それに基づいて危ないところからやっていくと

いうことでした。大変貴重な取組だと思います

が、人員的には足りていますかね。なかなか災

害が多く、様々な業務がある中で毎年調査をす

るのは大事だけど、大変なことだろうなと思っ

ています。特に、技術職員がなかなか思うよう

に採用ができない中で、どのような職場の状況

かを教えていただければと思います。 

 乾しいたけ消費拡大についても、関東で結構

人気があるのかなという思いと、やはり乾しい

たけは家庭で使われるより、業務用で使われる

ことが多いのかなと感じました。その中で、大

分県産ということで業務用に利用される方は一

定程度いると思っていいのか。また、その辺も

大分県としてＰＲできるのかを教えてください。 

 あと、漁業管理課の公害被害救済事業費につ

いて、大分県の海はなべて美しい海というイメ

ージがあるが、それでも赤潮が発生する中で、

そういう努力をしていることをいかに県民の皆

さんにＰＲしていくかが大事だと思うので、ま

たその辺もあわせて今後とも努力をお願いした

いと思います。 

安東農村基盤整備課長 ため池については、今

後、計画的な改修等を行うことになります。こ

のため、やはり効率的なため池工事発注や現場

の進捗を図っていかなければいけないと考えて

います。これについては、発注者側の県だけで

はなく、コンサルタントや施工業者とため池の

整備にあたっての効率的なやり方等について議

論をしながら現在進めています。そうした中で、

ため池に必要な盛土の施工をどうすべきだとか、

土質をどうすべきだとかを一つ一つ課題解決し

ながら効率的な整備を進めていくことで、計画

的な進捗が図れると考えています。 

神鳥林産振興室長 昨年東京ビッグサイトで展

示商談会を開いたところ、関東が多いですが、

全国から集まったバイヤー４２社と商談ができ

ました。その際、やはり質、量共に日本一の大

分県産乾しいたけということで、かなり高い評

価をいただいており、全国乾しいたけ品評会で

良い成績をあげているので、そういったことか

らも知名度も高く、評価をしていただいている

と考えています。 

猿渡委員 ３点について通告していますが、す

みません、通告していませんがプラス１点お願

いします。 

 田んぼダムについて、まず質問したいと思い

ます。主要な施策の成果の１３２ページ、田ん

ぼダム流域実証事業は今、実証試験段階だとい

うことですが、テレビとかでも取り上げられて

話題になっています。このメリットについて説

明いただきたいと思います。また、実証地区数

は９地区と書いていますが、これがどこなのか。

今後、実証実験を踏まえてどのように広げてい

く考えか、お聞かせください。 

 次は鳥獣被害の問題です。鳥獣被害総合対策

事業はどのような取組をしているのか。ここに

被害が減って１億５千万円の被害額と書いてい

ます。しかし、市民から、ぜひ来てくれと言わ

れて、私は別府市乙原に話を伺いに行ったので

すが、サルとかイノシシとか、シカの被害もあ

って、それぞれ食べるものが違うから、本当に

いろんなものを食べられてしまうということで
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した。このままだと、ますます頭数が増えてし

まって、根本的な解決にならないと伺いました。

行き当たりばったりと言うか、対症療法みたい

な形ではなくて、もっと根本的な対策や今後さ

らなる取組の強化が必要ではないかとおっしゃ

っていました。 

 なかなか難しい問題で、全国的にも苦慮して

いる問題だとは思うのですが、町中にもイノシ

シが出てきたとか、全国でいろいろ報道されて

いるし、この点について今後の取組をどう考え

ているか。 

 ３点目が地産地消の関係ですけれども、おお

いた食の地産地消推進事業費をどのように取り

組んでいるか。私は学校給食への地産地消と言

うか、地元食材の活用を広げていくことが大事

ではないかと思っています。例えば、宇佐市の

学校給食では、ミナミノカオリという小麦を使

って、卵や乳製品を使わないパンを提供してい

る。冷凍のパンで、学級閉鎖などのときにも無

駄にならないと伺ったのですが、さきほど若干、

持続可能な豊かな有機産地等活性化事業の話も

あり、そういう面でも給食に活用しながら進め

ていくことが必要ではないかと思っていますが、

どのように考えているか。 

 ４点目は要望で結構ですけれども、大分農業

文化公園は、るるパークと愛称を付けて成功だ

ったと思います。先日、私はコキアを見に行き、

大変きれいでよかったです。ちょっと思ったの

が、少し高い位置から写真が撮れるとＳＮＳな

んかで効果があるかなと。展望台とまではいか

なくてもいいので、若干の台みたいなものがあ

って、高い位置から写真が撮れるといいと思い

ました。あと、１年草のホウキグサなので、Ｓ

ＤＧｓの観点からも終わった後にほうきを作っ

て活用しようみたいな取組も面白いと思いまし

た。 

安東農村基盤整備課長 田んぼダム流域実証事

業についてお答えします。 

 気候変動の影響等によって自然災害が頻発化、

激甚化する中、県においては流域治水の一環と

して、県内各地で田んぼダムの実証試験を行っ

ています。田んぼダムは加工した堰板を排水ま

すに設置することで、水田に降った雨水を一時

的に貯留するとともに、排水路への流出を遅ら

せてピーク流量を抑制することによって下流域

の浸水被害を軽減するものです。これまでの実

証試験の結果から、降雨時における水田の一時

貯留効果とともに、排水路においてピーク流出

量が平均で２４％抑制されることが確認できて

います。 

 このように大規模な施設の建設を行わずに、

基本的に田んぼダム用のますや堰板を設置する

だけで効果を発揮できることから、低コストか

つ即効性のある取組であると考えています。ま

た農家だけではなく、洪水被害の軽減が図れる

下流住民と一緒に地域ぐるみでの取組となるこ

とから、地域の防災意識の向上にもつながると

考えています。 

 なお、令和４年度の実施地区ですが、１級水

系及び２級水系ごとに設置している流域治水協

議会ごとにモデル地区を設定して、県内９か所、

山国川水系では中津市、大分川水系では由布市、

大野川水系は竹田市、番匠川水系では佐伯市、

筑後川水系では日田市、九重町、また２級水系

では宇佐市、国東市、杵築市の水田６２．３ヘ

クタールで実証を行っています。令和５年度に

おいても引き続き実証を続けて、田んぼダムの

効果検証を図りたいと考えています。 

中尾森との共生推進室長 御質問いただいた鳥

獣被害対策についてお答えします。 

 鳥獣被害総合対策事業についてですが、農林

水産物の鳥獣被害軽減に向けて、農地等を防護

柵で囲う予防対策、捕獲報償金やわなの購入等

により捕獲活動を強化する捕獲対策、狩猟を始

めたい方に向けた研修や狩猟者の技術向上を図

るセミナー等を実施する狩猟者確保対策、有害

駆除した鳥獣を学校給食等で有効活用する獣肉

利活用対策の四つの対策を総合的に行っていま

す。鳥獣被害対策を効果的に行っていくために

は、有害鳥獣の生態に応じた対策が重要と認識

しています。例えば、イノシシは多産であるこ

とから捕獲のみでは対策は難しく、また、被害

が里に寄り付く個体によって発生しているため、

農地を柵で囲う予防対策を最優先に加害個体の
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駆除を行う取組を進めています。また、シカは

年１頭の出産のため、捕獲報償金の増額など、

妊娠期に捕獲対策を強化して個体数の減少に取

り組んでおり、県内のシカの推定生息頭数は平

成２７年度末で１１万４千頭、令和２年度末で

は１０万３千頭と約１割減少しています。 

 このような取組を進めた結果、昨年度の被害

額は平成以降最小の１億５千万円となり、イノ

シシとシカの捕獲頭数も過去最多で、それぞれ

全国２番目及び３番目となっています。農林水

産物の被害低減に向け、引き続き市町村や農林

家、猟友会等との連携を図りながら被害対策に

着実に取り組みます。 

畑中地域農業振興課長 おおいた食の地産地消

推進事業費の内容についてお答えします。おお

いた食の地産地消推進事業では、とよの食彩愛

用店の情報発信と地産地消商品開発コンテスト

を実施しています。 

 まず、とよの食彩愛用店の取組については、

平成１６年から開始しています。県産農林水産

物を年間通じて提供する店舗について県が登録

して、地産地消を推進することで県産農林水産

物の消費拡大を図るとともに、消費者への地産

地消の理解促進を図ることを目的に進めていま

す。令和４年度末で３７２店舗が登録を受けて

おり、登録店に対してタペストリーの提供や県

のホームページでの積極的なＰＲを行いました。 

 次に、コンビニと連携した地産地消商品開発

コンテストについては、若い世代の地産地消の

意識醸成を図ることを目的に、平成２５年から

取り組んでいます。令和４年度は株式会社ロー

ソンと連携して実施しています。県内の高校な

どから、おにぎりの部に９５作品、ベーカリー

の部に３０作品、合計１２５作品の応募があり

ました。その中で、最優秀作品は株式会社ロー

ソンで商品化され、県内店舗等で令和５年２月

から１か月半ほど販売されました。 

 続いて、学校給食への地元食材の活用状況に

ついて、教育庁の調査ではありますが、学校給

食における県内産の活用率は重量ベースで７４．

８％となっています。なお、農林水産部として

は、毎年７月に学校給食地産地消夏野菜カレー

の日を設けて、県産野菜を使ったカレーの提供

を各学校にお願いしており、令和４年度は１８

市町村３９４校、約８万７千人の子どもたちに

県産野菜のカレーを振る舞っています。 

猿渡委員 ありがとうございます。宇佐市の小

麦をパンとして学校給食に提供できないかとい

う声も聞いています。輸入の小麦価格が高くな

っているので、今やりやすいのではないかとい

う御意見もいただいています。また今後に向け

て、私も勉強していきたいと思っているので、

ぜひよろしくお願いします。 

高橋委員 決算事業別説明書の２０３ページ、

林業・木材産業改善資金貸付金についてです。 

 予算は約６億７千万円付いていますが、決算

額はゼロと。これはいわゆる対象者がいなかっ

た、申請がなかったということなのか、原因と

言ったらおかしいですけれども、そこら辺はど

うなっているのか１点お尋ねします。 

 それから、事業別説明書の２２９ページの牛

乳消費拡大推進事業費についてです。 

 コロナ禍の中で、北海道等の酪農家が搾りた

ての生乳を泣く泣く溝へ流して捨てているとい

うショッキングな映像が流れたりしました。県

内の牛乳消費量が令和４年はどの程度まで落ち

込んだのかと、その原因は何か。さきほど言っ

た北海道のようなことはないと思うのですけれ

ども、そこら辺はどうだったのかが一つと、こ

こでは体験型のイベントを支援するということ

ですが、これらによって県内産牛乳の消費がど

の程度まで拡大できたのかをお尋ねしたいと思

います。 

 最後に、同じく事業別説明書の２６５ページ、

漁港災害復旧事業費についてです。 

 災害によって被災し、約１億３千万円かけた

漁港施設は具体的にどこなのか、ちょっと知り

たいと思ったので教えてください。 

三股団体指導・金融課長 林業・木材産業改善

資金貸付金についてお答えします。 

 本資金は素材生産者や製材業者等への設備投

資等を対象とした制度資金となっています。昨

年度、相談はあったのですが、貸付けに至った

ものがありませんでした。ここ数年、相談件数
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は減ってきています。これは設備等の購入では

なくリースで対応するケースが増えてきている

こと、国庫補助事業などの充実、また、この資

金が補助事業の自己負担分には充てられないこ

とが主な原因と考えています。 

 しかしながら、低利の資金の活用は今後も経

営改善に重要であると考えています。ついては、

森林組合などを訪問して制度説明をしたり、こ

れらの団体を通じて広報や情報提供等に努めて、

需要の掘り起こしを行いたいと考えています。 

本田畜産技術室長 牛乳消費拡大推進事業費に

ついてお答えします。 

 総務省の家計調査によると、都道府県庁所在

市及び政令指定都市１世帯当たりの年間牛乳支

出金額から算出した全国の推定牛乳消費量は、

ここ３年で減少傾向です。本県も同様の傾向と

なっています。この要因は、いろんな飲料に対

する嗜好の多様化による競合、委員も御指摘の

とおり新型コロナによる外出自粛やインバウン

ドの減少に伴う業務用需要の低下が主な要因と

考えられています。このため、県では生産者団

体の大分県酪農業協同組合による小学生などを

対象とした搾乳や子牛との触れ合い、バター作

りなどを通じて、酪農業への理解や食育活動に

よる県産牛乳への理解醸成を図るため、昨年度

はコロナ禍の中５回１０３人を対象に、酪農家

の農場で直接子牛に触れ合ったり、餌をやる体

験イベントを実施しました。 

 こういった取組で牛乳の消費拡大とまでは至

っていませんが、危惧されていた年末年始の不

需要期については、キャンペーン等を実施して、

県民の皆さんの御協力により、北海道で行われ

た生乳廃棄のような事態には至らず、この期間

中の代替需要を確保しました。 

 牛乳については、飼料費や資材費の高騰を受

け昨年の１１月と本年８月に乳価の改定があり、

小売価格も値上げされていることから、これに

よる消費離れが起きないよう、より一層牛乳の

栄養や機能性を県民に周知していきたいと考え

ています。 

高野審議監 漁港災害復旧事業費の災害復旧箇

所についてお答えします。 

 三つの漁港施設が対象となっています。一つ

目は、令和３年８月の豪雨により航路が埋まる

被害を受けた中津市の小祝漁港です。決算額は

約６，７００万円です。残りの２か所は、令和

４年１月の日向灘地震により岸壁舗装部分の沈

下等の被害を受けた佐伯市の松浦漁港、蒲江漁

港です。決算額は約６，３００万円です。なお、

いずれの復旧工事についても、令和４年度内で

完了をしています。 

高橋委員 せっかく林業・木材産業改善資金貸

付金で多くのお金を用意しています。やっぱり

貸付けとなると、行く行くは返さなきゃいけな

い。今、非常に厳しい経営状況の中で、借りた

はいいけど、返せるあてがなくて二の足を踏む

のかなと。いろんなＰＲの仕方もあると思うの

で、これを元手にもう一度頑張ってみようと思

えるような、そういうＰＲの仕方、貸付方法と

か、また改善できるところは改善していってい

ただければと思います。 

 牛乳については、牛は生き物なので、一旦い

なくなるとそう簡単に増やしましょうという話

にはなかなかならない。今やっぱり消費が一番

多いのは学校給食なのか。ちょっと私は分から

ないのですけど、もしそれが分かれば、後ほど

教えてください。 

 漁港の災害復旧は、３か所の復旧工事が終わ

ったということでよかったと思います。ありが

とうございます。 

本田畜産技術室長 学校給食での牛乳の消費量

ですけれども、県全体で年間３，７２８トン、

県全体の生産量から見ると５％程度です。非常

に重要な部分ではあるけれども、さらに消費を

拡大するのは非常に大事だと思っています。 

森委員 通告は１点でしたけれども、もう１点

だけ追加させてください。 

 まず、主要な施策の成果の１７４ページ、県

産農水産物学校給食提供事業についてです。予

算額が１億円に対して、決算額が３，０８５万

４千円となっていますが、不用額の理由につい

て教えてください。そして、この事業について

は令和４年度で目的を達したため終了となって

いますが、コロナ禍においてコロナ対策の予算
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で学校給食におおいた和牛や県産豚肉などを提

供したことは、子どもたちからの反響も非常に

大きかったと聞いています。県産農畜産物の学

校給食での提供について、今後も検討と言うか、

ぜひ実施してほしい。全校での実施にはならな

いと思うので、エリアをローテーションさせる

とか、何か方法があると思うので、その点につ

いても見解を伺います。 

 牛乳に関して私も今回少し通告をしていて、

今高橋委員へ畜産技術室長から答弁がありまし

たが、業界からも高校生に毎日牛乳を飲んでも

らえる仕組みが何かできないかと話をいただい

ています。学校給食法にあたらない高校生です

けれども、育ち盛りでもあるので、今後高校生

への普及についてどのように考えているか、ぜ

ひ牛乳を普及してほしいという考え方でお聞き

します。 

 すみません、通告をしていませんが、主要な

施策の成果８１ページ、（公）造林事業・再造

林促進事業について伺います。６，８７４ヘク

タールの再造林を令和４年度中に行ったという

ことですけれども、花粉対策等で伐採後、また

再造林というのが国も課題にしていて、それを

きちんと進めています。今、県内の事業のニー

ズ、予算の状況等について教えていただきたい

と思います。 

木許農林水産企画課長 私から、県産農水産物

学校給食提供事業の予算と決算関係について回

答します。 

 御存じかもしれませんが、この事業はコロナ

禍による外食需要の減少で、在庫量あるいは価

格等に影響が出ている食材について、有利な国

庫補助金を積極的に活用して学校給食へ提供す

ることで、生産意欲の維持向上を図ってきたも

のです。予算額は、前年の令和３年度事業の実

績に基づき幅広く確保していましたが、執行段

階において需要の回復等により、国の事業採択

要件になっている、直近のデータにおいて在庫

量が２割以上増加する、あるいは価格、販売額、

販売量が２割以上減少するという要件に該当す

る食材が限られたことにより決算が減額となっ

たものです。なお、本事業では希望のあった県

内小中学校計３８２校を対象に食材提供を行っ

ています。 

長谷部森林整備室長 それでは、再造林対策に

ついて御説明します。 

 ６，８７４ヘクタールと書いていますが、こ

れは再造林、間伐と合わせて全森林整備の事業

面積なので、今のところ県下の昨年度の再造林

面積は１，１６９ヘクタールとなっています。

これはかなり伸びてきていて、非常に再造林意

欲が湧いて、皆さんに再造林をしていただいて

いる状況です。予算ですが、委員も御存じのと

おり、造林事業は補正予算と当初予算で賄われ

ていて、なかなか当初予算が付かない中で、補

正予算を頼りにしています。今年度は、国から

の補助金の内示が昨年度と同じぐらいしかあり

ません。再造林面積が増える中で、昨年の令和

４年度補正予算と令和５年度当初予算で少し厳

しい状況になっています。そこで我々としては、

再造林予算で再造林事業と下刈りの方を優先し

て今予算配分をしています。 

 特に、国が経済対策でそういう再造林予算が

付くという話もあります。今、林野庁は財務省

と協議している最中で、我々としては国にも要

望しているので、状況を見ながらできれば補正

予算を組んでいきたいと思っています。 

本田畜産技術室長 高校生への牛乳消費の取組

ですが、これについては非常に重要であるとい

うことで、生産者団体からもこうした取組を検

討していきたいと伺っています。 

 県としても、これまで取り組んできた小学生

などへの食育活動に加えて、酪農支援や牛乳消

費拡大の観点からも、生産者団体や乳業メーカ

ーと連携して、高校生向けの取組を図りたいと

考えています。 

森委員 ありがとうございました。牛乳は中学

生までは毎日飲んでいるのに、高校生になると

飲まなくなるので、ぜひそういった仕組みづく

りを業界等と一緒になってやっていただきたい

と思います。 

 再造林については、大分県でもニーズがたく

さんあるので、現場からも予算が十分でないと

いう話をいただいています。補正予算頼みで、
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非常に綱渡り的に事業が行われていると思うの

で、しっかり部を挙げて国に予算獲得に向けて

動いていかなければならないのと、林野庁にお

ける予算総額も上がらないと各県の取り合いに

なってしまうと思います。そのあたりも農林水

産省へのきちんとした働きかけが必要と思うの

で、よろしくお願いします。 

木許農林水産企画課長 すみません、追加でと

いう形ではないのですけれども、さきほど申し

た県産農水産物学校給食提供事業の関係ですが、

非常にいい事業なので、消費の状況とか国の状

況等を判断して、今後、動向を見極めた上でま

た検討していきたいと思っています。 

佐藤委員 事業別説明書の２３７ページ、主要

な施策の成果の１３３ページ、防災重点農業用

ため池等整備事業費、それと事業別説明書の２

３８ページ、農業用ため池等緊急対策事業費に

ついて質問します。さきほど守永委員の質疑が

あったので、かぶらないように話をします。 

 大分県内、とりわけ国東半島地域では大きい

ものから小さいものまで農業用ため池が多くあ

りますけれども、老朽化が進んでおり、用途の

廃止、堰堤の補修や堆積した土砂の浚渫、こう

いったものが必要となっています。多くの農業

的用途のため池が減少している状況で、災害の

おそれがあることから大変ありがたい事業、取

組だと思っています。さきほど事業内容や毎年

の調査とか職員の取組をお聞きしました。本当

にありがとうございます。防災重点農業用ため

池の内容は分かりました。 

もう一つの方ですね、農業用ため池等緊急対

策事業費は災害対応の分だと思うのですけれど

も、これについての事業内容、それから令和４

年度分の具体的な対応、内容を教えていただけ

ればと思います。まだまだ事業対象も残ってい

るので、今後の事業展開も含めて説明をお願い

します。 

 それから、委員長すみません、もう一つ追加

よろしいですか。（「はい」と言う者あり）こ

れもさきほど猿渡委員からの質疑があった田ん

ぼダムの関係です。 

 今、取組の実施と言うよりも事前の実証実験

の段階だと思うのですけど、豊後高田市もため

池で同じようなことをしています。さきほど説

明があった、ますとか堰板の取付け作業、災害

時にそれをどうやってするのか、それをいつや

るのかをお知らせする仕組みづくりはどうして

いるのかを教えていただければと思います。 

安東農村基盤整備課長 まず、防災重点農業用

ため池等整備事業費についてお答えします。 

 防災重点農業用ため池の整備について、令和

４年度の実績ですけれども６６か所で改修工事

を実施しています。 

 今後の整備にあたっては、ため池の耐震調査

等を踏まえて、ため池工事推進計画を定めてい

ます。令和３年から令和１２年の１０年計画で

すけれども、この計画に基づいて１７１か所の

改修工事を計画的に実施したいと考えています。

また本事業においては、農業用水を利用するこ

とがなくなったため池について、廃止工事を実

施することができるので、令和４年度までに３

１か所で廃止工事を実施している状況です。今

後もため池管理者の意向を確認しながら、こう

した改修工事とともに、廃止工事も計画的に進

めたいと考えています。 

 続いて、農業用ため池等緊急対策事業費につ

いてです。これは補助災害復旧事業の対象外で、

地震や大雨により農業用ため池が損傷した場合、

さらなる被害の拡大を防止する目的で応急対策

工事を実施するものです。令和４年度において

は、杵築市のため池で堤体の一部が陥没したこ

とから、法面復旧を行いました。また、宇佐市

のため池において、パイピングによる漏水が発

見されたことから、堤体を開削して水位低下を

図りました。今後も本事業を活用して速やかな

応急工事を実施し、被害の拡大防止を図るとと

もに、抜本的な対策となる改修工事、廃止工事

につなげていきたいと考えています。 

本事業においては、農業用ため池の貯水能力

の回復及び洪水調整容量の確保に向けて堆積土

砂の浚渫工事を実施したところです。なお、こ

の浚渫については事業主体が市町村で、令和４

年度は国東市で３か所、大分市で２か所の計５

か所で実施しています。これについても、関係
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市町村と連携を図りながら積極的に取組を進め

たいと考えています。 

 続いて、田んぼダムの部分です。田んぼダム

のますの設置等が今後重要になってきます。基

本的に田んぼダムの部分については、堰板とま

すのセットで進めていきたいと考えています。

現在、国の定額の補助事業等があるので、地域

に対して一定の面積が田んぼダムに取り組むこ

とになったら、こうした定額の補助事業を活用

して田んぼダムの取組面積の拡大を進めていき

たいと考えています。 

佐藤委員 ため池の方はありがとうございます。

特に、緊急対策は被災の関係もあるので、今後

どこに出るか分かりません。もし被災した場合、

これは本当に大きな災害になる可能性があるの

で、ぜひとも対策をよろしくお願いします。 

 ちょっと御紹介しますが、豊後高田市では数

年前に台風とかの大雨災害の対策として、ため

池管理者を集めて、大雨前の水抜き作業や水量

の調整、こういったものをお願いしています。

これは防災担当者から各管理者に連絡を取って、

それでお願いをするやり方で事業をしています。

このときは県管理の並石ダムについても御理解

をいただき、本当にありがとうございました。

なかなか全部のため池がそれをやるのか難しい

問題ですが、今それを実施しています。 

 田んぼダムも同じで、ではこれは誰がいつ立

ててくださいという連絡をするのか、それとも

農家が自分たちで考えてやるのか、本当に難し

い問題だと思うので、そこの仕組みづくりはし

っかりとお願いしたいと思います。 

三浦委員長 ほかに事前通告していない委員で

質疑はありませんか。 

今吉委員 すみません、事前通告していません

けれど、決算事業別説明書の１９８ページ、県

産農水産物学校給食提供事業費です。この事業

は、希望する県内小中学校の学校給食に提供し

ていますけれど、希望する学校は県内でどのく

らいあったかと、これが令和４年度で終わるみ

たいなので、継続はしていかないのでしょうか。

その件についてお願いします。 

木許農林水産企画課長 さきほども若干答弁し

ましたけれども、まず１点目のどういった希望

校数があったかは、県内の小中学校３８２校の

希望がありました。冠地どりとかハモとかの食

材を提供しています。 

 今後どうするかですけれども、さきほど説明

したときに国庫補助金の話をしましたが、この

事業はもともとコロナの関係で食材がだぶつい

ていたり、価格が下落した状況の中で、国庫１

０分の１０の国費を充て、学校に食材を提供す

る事業でした。ある程度そういう国の条件が当

てはまらなくなった、要はコロナ禍の食材がだ

ぶつく状況が落ち着いた中で今後、事業をどう

していくのかについては、ただ単に生産者の生

産意欲をしっかりと確保するだけではなく、県

産食材を学校の児童生徒に食べてもらう意味で、

今後の未来を背負う若者にそういった食材を食

べてもらい需要を増やす非常にいい事業だと思

っているので、そういった点を勘案し、消費の

状況や国の状況も踏まえて、今後検討していき

たいと考えています。 

今吉委員 国庫補助金の問題も、消費が落ちた

こともあるが、それとは別に、やっぱり県単独

としても子どもにそういう県産食材を教育する

ことが大事だと思います。子どもも成長します

から、どんどんそういうことを経験しないと、

大分県のブランドのイメージがつかないと思う

のですよ。だから、ぜひ県単費でもいいですし、

子どもの食育も兼ねて、できればいいアイデア

を出して継続してください。お願いします。 

三浦委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

三浦委員長 事前通告が２名の委員外議員から

出されているので、事前通告のあった委員外議

員の質疑を行います。 

堤委員外議員 まず、質疑通告している２点を

先に聞きます。 

 決算事業別説明書の２３９ページ、農地小災

害復旧支援事業費です。これは４０万円未満の

農地小災害復旧について、約１２２万円の予算

に対して約２２万円の決算となっています。そ

れだけ昨年度は少なかったと思うのだけど、そ

こら辺はどうか。また、今年７月の梅雨前線の
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集中豪雨、あれは当然今からの工事になると思

うのだけれども、今年度の小規模災害について

の実態はどうなのかを一つ聞きます。 

 もう一つは、同じく決算事業別説明書の２４

５ページの盛土災害防止調査費についてです。

これは予算１，５００万円で、翌年度に全額繰

越しをしているけれども、今年度の調査の方向

性と住民への説明等についてはどう考えている

のか。 

 あと１点、主要な施策の成果の１８６ページ、

これは新規就業・経営体支援課に関係するのだ

けれども、企業等農業参入推進事業について、

面談企業数が５３１社と、かなり頑張って面談

していると思います。この面談した企業の大分

県への農業に対する考え方とか、令和４年度は

２０社来ているけれども、全体的に５３１社が

どういう雰囲気で大分県で農業をしようと思っ

ているのか、そういう状況が分かれば少し教え

てください。また、令和４年度は建設業３社と

福祉関係３社が農業に参入しているが、建設業

は今非常に人手不足で、なかなか農業まで手を

回せない実態もあると思うよね。すると、建設

業は人手不足だから諦めて農業一本にしようと

か、いろんなケースがあると思うのだけれども、

この建設業の３社については多角経営でやって

いるのかが分かれば少し教えてください。 

 これは質疑通告を出しておけばよかったのだ

けれども、これまでの撤退企業数とか撤退理由、

これは分からなければ後日資料でも構わないの

で、もし分かればその実態を教えてください。 

安東農村基盤整備課長 農地小災害復旧支援事

業費についてお答えします。 

 本事業は、激甚災害ではない通常の災害にお

いて１３万円以上４０万円未満の農地復旧を実

施するものであり、市町村が全体事業費の８０

％を負担する場合、県が市町村に対して２５％

を補助する制度となっています。 

 令和４年度の予算について、年度末までの災

害発生の可能性を考慮して１２２万８千円を措

置していましたが、最終的には３件、事業費９

１万５千円で確定したことから、補助率２５％

を乗じた２２万８千円が決算額となりました。 

 また、令和５年７月梅雨前線豪雨災害につい

ては激甚指定されたことから１３万円以上４０

万円未満の小規模な災害に関しては、本事業で

はなく、国の起債事業である農地等小災害復旧

事業債を適用できることから、市町村が事業主

体となり実施している状況です。 

吉松審議監兼森林保全課長 盛土災害防止調査

費についてお答えします。 

 盛土災害防止調査費については、１２月補正

予算で計上し、土木建築部都市・まちづくり推

進課が農林水産部の予算とあわせて、規制区域

の指定に向け、別府市などの基礎調査業務を本

年３月に発注して、現在調査をしています。現

在、市町村に対して制度説明会や個別協議を実

施しています。このことにより、決算額はさき

ほど委員が言われたとおり年度内支払がなく、

全額を繰り越したことによるものです。それか

ら、４月から盛土規制法に関する業務について

は土木建築部が所管し行っています。 

 住民への説明等に関してですが、盛土等が行

われた土地については、土地所有者等が安全な

状態を維持する責務を有していることから、広

く周知する必要があり、その周知方法について

は、盛土規制法を所管する土木建築部において

現在検討中です。 

信貴新規就業・経営体支援課長 お答えします。

まず、５３１社の面談ですが、業種で言うと議

員が言われた建設業もあるし、農業法人、食品

関連等があります。食品加工業者から出口対策

として農業に参入したいという話もあり、現状

幅広くいろんな業種から御相談がある状況です。 

 続いて、建設業の参入についてです。議員が

御指摘のとおり、現状全ての業種で人材が不足

しています。建設業の参入については、多角経

営のところも当然あります。また逆に、建設業

はある程度絞り込んでいく中で農業へ転出して

いく形の参入もあります。 

 ３点目の撤退については、当然うまくいく企

業もあれば、撤退する企業もあり、３５８社参

入していますが、そのうち１７％が撤退してい

ます。（「数字を言って。１７％の」と言う者

あり）１７％で６１社が撤退しています。 
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堤委員外議員 どうもありがとう。企業の農業

参入については、企業が撤退した後の農業が荒

廃にならないようにと、これまでずっと言って

きたのだけど、これまでは大丈夫であると答弁

をされていました。ぜひそれはやっていただき

たいのと、あと建設業が農業に入ってくるとい

うことは、やっぱりある意味ではノウハウが非

常に厳しい状況だと思うよね。それについて、

やっぱり経営指導とか、手取り足取りマンツー

マンで指導をぜひしてほしい。せっかく農業を

始めたわけですから、農業で食べていける業態

にしていただきたいと思っています。それは十

分やっていると思いますが、今後ともそれを頑

張っていただきたい。 

木田委員外議員 決算事業別説明書２０７ペー

ジ、５段目６段目にある大分農業文化公園関連

についてお尋ねします。 

 私も昨年４月のネモフィラの時期に訪問させ

ていただき、大変すばらしいなと思いました。

ただ一つ、料金を取られないところが気になっ

たので質問します。施設利用等の収入状況は、

キャンプサイト、コテージ等の有料関係の貸出

しもあると思いますが、私が行ったときもキッ

チンカーがかなり並んでいました。そうしたキ

ッチンカー等の出店料等もあるのか分かりませ

んが、昨年度の年間収入がどの程度あったのか。

その料金収入は、県の収入なのか、指定管理者

に入るのか、そこもあわせて教えていただきた

いと思います。 

 今年３月の農林水産委員会の議事録を見ると、

入園料等の取扱いを今後検討していくとありま

した。繰越しとなっている約８，３００万円の

施設整備費は初年度の分。今後３年かけて５億

２千万円のリニューアルをしていく中で、入園

料等を検討していくと３月の農林水産委員会で

答弁されていると思います。収支見通しで、５

億２千万円かけて１５年で大体採算がとれて、

プラス１，２００万円の黒字が見込めるといっ

た答弁もされています。今それから半年経って

います。この半年間どういう検討をして、今後

の入園料、駐車場料の設定を考えてきたのか、

現状を教えていただきたいと思います。 

畑中地域農業振興課長 お答えします。大分農

業文化公園について、まず施設の利用料等につ

いてですけれども、令和４年度の大分農業文化

公園の施設利用料の合計金額は４，１１２万円

でした。そのうちオートキャンプ場、フリーサ

イトキャンプ場、コテージの利用料及びキャン

プ用品のレンタル料の合計金額は２，０２１万

円で、施設利用料の約半分を占めています。 

 それから、入園料、駐車場料の徴収について

は、令和３年９月に大分農業文化公園の見直し

検討委員会から受けた提言の中で、今後、提供

サービスの充実のために駐車場の有料化等、新

たな利用者負担の導入について提案を受けてい

ます。料金を取ることによって来園者が減少し、

営業利益が減少することも懸念されるので、駐

車場の有料化については、現在企画している新

たな施設整備にあわせて、来園者数の推移を見

ながら今後も十分検討していきたいと考えてい

ます。 

木田委員外議員 利用料を県の収入にしている

のか、指定管理者の収入にしているのかは、ま

たお答えいただきたいと思います。 

 今年の農林水産委員会の答弁にあったとおり、

８千万円の事業費を今年度繰り越して執行する

予定で、５億２千万円の事業であるということ

ですから、やはりそれだけの事業をやるのであ

れば、早々に収支見通しは示していただきたい。

議会としても決算審査、予算審査も含めて重要

な立場にあるわけですから、早くお示しいただ

きたいと思っています。 

 本日の午前中の審査でも、県の補助金３千万

円の収入未済があると説明がありました。今回

このリニューアルについても多分民間の提案を

受けていると思います。その中で、１５年間で

採算がとれて、１，２００万円の黒字という収

支見通しが出ていると思うんですね。さきほど

の３千万円の収入未済の補助金も、やはり民間

の提案の中でそうなっていたのですから、我々

議員としても大変不安があるわけです。５億円

の事業費は恐らく国庫も使われるので、まるっ

と手出しではないとは思うのですが、そのこと

に対して我々審査する側としても大変不安を感
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じていますから、その辺はしっかりとお示しい

ただきたいと思います。 

 茨城県の国営ひたち海浜公園は料金を取って

います。入園料は有料期間と無料期間もあるし、

駐車場代もちゃんと取っていて、いろんなダイ

ナミックな料金設定があると思います。そろそ

ろ次年度の予算編成だと思いますが、早々に収

支の見通し、料金設定は議会にお示しいただき

たい。その辺の考えと、さきほどの県の収入か

指定管理者の収入かを含めて答弁をお願いしま

す。 

畑中地域農業振興課長 お答えします。まず、

料金の収入ですけれども、これは指定管理者で

ある農業農村振興公社の収入となります。 

 それから、入園料、駐車場料等については、

令和４年度に専門のコンサルタント業者等にこ

れまでの来場者や収支状況等を改めて確認、分

析をして、さきほど申したように、料金を取る

ことによって来場者が減少する懸念もあると結

論をいただいたので、その後、内容等も検討し

ています。 

 一方で、さきほど申し上げた４，１１２万円

はあくまでも施設利用料の合計金額で、これに

プラスして物販や飲食、こういったものを合わ

せると、令和３年度と４年度は１億円を超える

収入になっています。これは令和元年度までは

８千万円前後でしたが、この数年は農業文化公

園の事業の経営強化と対策によって安定した収

入になっています。来場者数も増えてきている

ので、この辺の変化も加味しながら検討をした

いと思っています。 

木田委員外議員 ４千万円が指定管理者の収入

になる扱いであれば、決算を見ると公益社団法

人大分県農業農村振興公社に２，３００万円の

管理委託料となると、４千万円は別に公社が受

入れながら管理に使っていると受け止めてよい

と思いますが、５億円もかけていく施設がしっ

かりとした収支になるように、今後また内容を

議会にお示しいただきたいと思います。 

三浦委員長 ほかに委員外議員で質疑はありま

せんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

三浦委員長 それでは本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して委員から、ほかに何か質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

三浦委員長 別にないので、これで質疑を終了

します。 

 これをもって農林水産部関係の審査を終わり

ます。執行部はお疲れ様でした。 

 これより内部協議に入るので、委員の皆様は

お残りください。 

 

  〔農林水産部、委員外議員退室〕 

 

三浦委員長 これより内部協議に入ります。 

 さきほどの農林水産部の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映

させるべき意見や要望事項等があればお願いし

ます。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

三浦委員長 特にないので、審査報告書案の取

りまとめについては、本日の審査における質疑

を踏まえ、委員長に御一任いただきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

三浦委員長 それではそのようにします。 

 以上で農林水産部関係の審査報告書の検討を

終わります。 

 これをもって本日の審査日程は終わりました。

この際ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

三浦委員長 それでは、次回の委員会は１６日、

月曜日の午前１０時から開きます。 

 以上をもって、本日の委員会を終わります。 

 お疲れ様でした。 

 

 


